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1.序章 

経済成長の鈍化と少子高齢化に伴う人口減少によって税収が低下する中、歳出削減

や財政健全化は急務であり、地方財政の逼迫や地方経済の衰退が懸念される現在にお

いて、いかに効率的で持続可能な財政運営を実現させるかが課題となっている。財政

運営の効率化は、長期的な視点に立てば、財政の健全化や歳出削減などを通じてわが

国の持続可能な地方財政の実現に寄与できると期待できる。効率性向上のため NPM

（New Public Management）に注目が集まり、PFI（Private Finance Initiative）や

外部委託、広域化を導入し、ごみ収集の有料化など受益負担もより求められている。

これらの効率化のための政策は有効であったかを経済学的見地から検証した実証研究

を蓄積し、客観的視点からその有効性を議論することが求められている。また、行政

は住民から行政の透明化や情報公開、説明責任を求められる。本稿は地方公共団体の

供給する公共サービスの効率性とその改善策について、財政的観点からの実証研究に

挑戦するものである。具体的には、粗大ごみ収集の有料化（受益者負担）に減量効果

（公共サービス需要の減少）はあるのか（第 2 章）、一般廃棄物処理事業の効率性の向

上のために何が効果的か、民間委託は有効か（第 3 章）、警察サービスを例に、情報公

開請求に協力的なことが効率性にどう影響するか（第 4 章）という観点について、そ

れぞれ適当な分析モデル・計量経済学的手法を用いて実証分析を行う。 

本章の構成は次のようになっている。第 1 節で本稿全体に関連する公共サービスに

おける効率性について述べ、第 2 節で民間委託の現状、第 3 節で受益者負担の現状、

第 4 節で情報公開の現状について述べる。第 5 節で 2 章、3 章で扱う一般廃棄物処理

事業の現状について概観する。第 6 節で本稿の構成を述べる 

 

1.1.公的サービスにおける効率性 

 

まず、公的サービスにおける効率性の議論を概観し、最近着目されている政策手段

を考える。地方自治法の第 2 条第 14 項は「地方公共団体はその事務を処理するに当た

っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるよう

にしなければならない」として地方財政の効率化を要請している。経済学の範疇にお

いて、（林 2013）によると効率性とは「生産の効率性」と「配分の効率性」に分けら

れる。「生産の効率性」とは地域の限られた資源をどれだけ有効に活用し住民に提供で

きる財やサービスの水準を高められるかということである。「配分の効率性」は地方公

共サービスが住民の選好に合致しているかどうかということである。地方公共団体は

「最少の経費で最大の効果を挙げる」必要があるので、「生産の効率性」も「配分の効

率性」も高めなければならないが、公共部門は様々な要因から非効率になりがちであ
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る。私的財の市場においては市場メカニズムが働き、望ましい資源配分が達成され、

生産効率性の低い企業や消費者のニーズに合致しない財やサービスは淘汰される。一

方、公共部門の供給する公共財や公共サービスは売り上げや利潤という経営尺度が無

く、多くが地域独占であるため、費用削減のインセンティブが少なく住民のニーズと

のミスマッチがおこり易くなる。つまり最少の経費で最大の効果を上げることが難し

い。 

 本稿では地方公共サービスとしての一般廃棄物処理事業における効率性を考える。

家計が排出する一般廃棄物の収集と処理は市町村が担当することと法制上されており、

市町村はごみの収集および処理という公共サービスを地域独占で供給しているため、

同一地域には競合する事業主体が存在せず、サービスの向上や経費の削減の努力をし

なくとも事業活動を継続できる。そのため、一般廃棄物処理事業は非効率な運営にな

りやすい条件がそろった事業であると考えられる。 

 生産の効率性は生産要素を効率的に利用することでアウトブットを最大化すること

であるが、2 つの見方がある。1 つは与えられた一定の資源を用いてアウトプットを最

大化すること。いま 1 つは一定のアウトプットを生み出すための費用を最小化するこ

とである。一般廃棄物処理事業は廃棄されたものを処理するという性質から、後者の

費用をいかに低く抑えるかという見方が合う。 

 特に公共サービスを供給する際に発生する非効率性に Leibenstein（1966）がいう

X 非効率性がある。X 非効率性は組織が大きくなるにしたがって構成員の労働意欲が

減退したり、市場の競争条件が不足したりすることによって非効率を減らそうとする

インセンティブが弱まることなどの要因で発生するとされる。民間企業と違い努力し

ても売り上げや利潤が増えない一方、税金や国からの補助金などの収入があるため、

公共サービス供給ではこのような非効率性が発生しやすいといえよう。 

 また公共財は配分の効率性も達成しがたいとされる（林 2013）。地方公共団体が配

分の効率性を達成するためには住民がどのような公共サービスをどの程度の水準必要

としているかを知らなければならない。公共サービスの供給には市場メカニズムが働

かないため、投票という政治的プロセスを通じて地域住民のニーズをおしはかるが、

市場と比較し不完全なメカニズムであると考えられている。 

 山下・赤井・佐藤（2002）によると地方公共団体の非効率の要因の一つにソフトな

予算制約がある。これは事後的に国が救済してくれることを期待する地方公共団体が

費用削減の努力を怠るため、地方財政運営の非効率化につながるということである。

現状の中央集権的なシステムの下では、困難な状況に陥った地方公共団体を国が救済

しないことは難しいため、中央集権的なシステムを脱し地方分権を推進することが問

題解決に必要である。また、契約理論のいうところのプリンシパル＝エージェント問

題がある。事業の実行を委任する側である住民と事業を委任され実行する政府との間

で真の行動目的が異なるため、住民側の利益が最大化されないという問題も非効率の
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要因と考えられる。これを改善するには住民が投票などで意思を表明すること、地方

公共団体間での競争を促進すること、なかでも同等な公共サービスを供給している事

業所間での比較による競争の促しなどが効率化に有効だろう。競争の促進や住民の意

思表明が効果を発揮するには行政の透明性の確保、情報の開示が必須であると考えら

れる。 

 行政による情報公開の効果は、プリンシパル＝エージェント問題の解消・限定化に

とどまらない。ティブーの足による投票仮説は、様々な政策や公共サービスを供給す

る地方公共団体が多数存在し、住民が自分の選好に合った地方公共団体に移動するこ

とで、地方公共サービスの供給について最適な状態が確保されるという仮説である。

しかし、地方公共団体間の移動のためにはコストがかかることや、地方公共団体の供

給する公共サービスや政策などについての完全な情報を有することが前提条件になっ

ている。わが国における現実的な事情を考慮すると、住民が自分の選好に合った地方

公共団体に移動は限定的ではないかと考えられるが、より情報公開されることは「足

による投票」を促すと考えられる。 

 公共サービスの効率化に有効な施策の一つとして考えられるのが民間委託である。

林（2013）によればそもそも民間委託は役所の内部管理事務の中の印刷業務や公共施

設の設計などといったごく一部の分野で始まり、し尿やごみの収集、庁舎の清掃や警

備のような労働集約的な単純業務、機械設備の運転や保守業務などへと対象が拡大さ

れていった。その後、高度経済成長期の税収拡大とともに民間委託されていた業務が

直営方式に切り替わり、やがて高度成長が終わり、現在では財政運営の簡素化や効率

化が重視されるようになり再び民間委託が見直されてきている。民間委託は経費の削

減効果のほかに、新たな技術開発や社会情勢の変化に速やかに対応できるといった恩

恵も受けられる。地方自治体にとっては費用削減のため有効な民間委託であるが、委

託を受けた民間企業にとってもメリットがある。生産コストを削減し更なる利潤増大

を目指して、経営管理の方法を見直したり新たな技術開発をしたりするのはもちろん

のこと、地方公共団体との契約獲得のため民間業者間で競争が活性化される。こうし

た競争はコストの削減のほか提供されるサービスの質の向上にもつながり、サービス

の購入者である地方公共団体にとってもメリットがある。一方、利潤の追求をせずサ

ービスをほとんど独占的に供給できる地方公共団体の公共サービスは非効率にならざ

るを得ない。林（2013）によると、民間委託をした方がコスト安となっているという

ことである。そのため、民間委託は地方公共団体の効率性の改善に有効だと期待でき

る。 

 近年、政府が供給する公共財・サービスの種類は多岐にわたり、本来私的財として

供給可能で特定の個人や団体に対してのみ便益が及ぶ財・サービスが増えている。そ

のため、税金を財源とし無料で供給するより、受益者負担という観点から、手数料や

使用料を徴収する必要性が主張されている。使用料に高校の授業料や保育所の保育料、
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公営住宅の家賃などが該当し、手数料には戸籍や住民基本台帳の交付手数料やし尿収

集手数料や粗大ごみ収集手数料などがある。実際の受益者負担の数値割合については

次々節を参照されたいが、現状では受益者負担が十分に活用されているとはいえず、

サービスの利用者と利用していない人との間で不公平が生じていると考えられている

1。 

 

1.2.民間委託の現状 

 

本論に入る前に、本節では民間委託の現状について概観する。地方公共団体の民間

委託の状況に関しては総務省の「地方行政サービス改革の取組状況等に関する調査」

が詳しい。依然として厳しい状況にある地方財政の効率化と効果的な公共サービスの

供給を目指して、2015 年 8 月に総務大臣は｢地方行政サービス改革の推進に関する留

意事項について｣を通知し、地方公共団体は民間委託やクラウド化等の業務改革の推進

に努めるよう要請した。表 1－1 は 2004 年と 2016 年に総務省によって調査された市

町村の一般事務の外部委託の実施状況である。2004 年の時点ではホームページの作

成・運営や学校給食、電話交換、公用車運転などが 50％に満たない低い水準であった

が、その後、地方行政サービス改革の推進がなされ 2016 年には大幅に改善がみられ

た。本稿の第 2 章、第 3 章で扱う一般廃棄物処理事業のごみ収集についても 2004 年

の 84％から 2016 年の 96.3％へと上昇した。学校用務員事務の民間委託は 2016 年で

も他の事務と比べて低い水準にとどまった。総務省調査によると、外部委託未実施の

理由は以下のようである、「現在従事している職員の処遇等の対応が必要であるため」、

「外部委託の方が割高な経費となるため」、「秘密保持や保安上の理由により職員によ

る対応が望ましいため」、「業務に精通した職員が対応する必要があるため」などであ

る。民間委託の他に、効率的な地方公共サービス供給のために民間活力を活用する指

定管理者制度が 2003 年に創設され、公の施設の管理を民間法人に委託できるように

なった。この他地方財政の効率性改善のための方策として、施設の設計、建設、維持

管理、運営まで民間資金と経営ノウハウおよび技術力を活用する PFI がある。 

 

                                                   
1 林（2013）によると戦前の中学校では教育費の 40％以上が授業料で賄われていたのに

対し、現在の公立幼稚園は 11.9%、公立高校は 10.6%でしかない。このことが公私の授業

料格差を生み、適正な競争条件を阻害している。学校給食にいたっては、食材費は保護者

負担であるが、人件費等は公費で賄われているため受益者負担の部分はゼロに等しいとい

う。 



6 

表 1－1 地方団体（市町村）の外部委託状況 

一般事務 2016 年 2004 年 

在宅配食サービス 

ホームヘルパー派遣事業 

本庁舎の清掃 

一般ごみ収集 

水道メーター検針 

情報処理・庁内情報システム維持 

し尿収集 

本庁舎の夜間警備 

道路維持補修・清掃等 

ホームページの作成・運営 

学校給食 

学校給食（調理） 

学校給食（運搬） 

電話交換事務 

公用車運転 

案内・受付業務 

学校用務員事務 

99.9％ 

98.9％ 

99.2％ 

96.3％ 

98.7％ 

98.8％ 

97.8％ 

97.8％ 

95.3％ 

94.4％ 

 

61.9％ 

88.6％ 

89.9％ 

86.5％ 

86.2％ 

32.8％ 

96％ 

91％ 

86％ 

84％ 

82％ 

82％ 

78％ 

71％ 

67％ 

49％ 

44％ 

 

 

33％ 

29％ 

20％ 

20％ 

注）委託している団体数（一部委託を含む）÷事務事業を行っている団体数×100。 

出所）総務省「市区町村における事務の外部委託の実施状況」2004 年 3 月。「地方行政サー

ビス改革の取組状況等に関する調査」2016 年 3 月。 

 

1.3．受益者負担の現状 

 

次に受益者負担の現状について概観する。地方自治法によると公的施設の利用には

使用料、地方公共団体の事務については手数料を徴収することができる。2015 年度決

算額のうち使用料総額は約 1 兆 5986 億円で、公営住宅の家賃が約 5588 億円、高等学

校の授業料が約 1776 億円、保育所の保育料が約 1931 億円となっている。同年の手数

料は約 5775 億円である。表 1－2 は 2003 年から 2015 年の使用料・手数料収入額の

推移を表している。高等学校費が 2010 年から 2013 年まで低い水準となったのは公立

高校の授業料無償化の影響である。また高等学校における受益者負担の割合は、2003

年から 2009 年までがおよそ 10％で 2010 年から 2013 年がおよそ 2％、それ以降は

2014 年がおよそ 4％、2015 年がおよそ 8％と低い割合で推移している。 
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図 1－1 使用料と手数料の推移 

 

注）単位（千円） 

出所）「地方財政統計年報」より作成。 

 

地方財政の歳入総額のうち使用料と手数料は合わせて全体の 2.7～2％程度であり、

現在の地方財政で受益者負担の範囲は非常に小さいと言えよう。そのため公共財・サ

ービスの利用者と利用しない人との間で不公平が発生している懸念がある。便益が個

人に帰着する性質の財やサービスについては受益者負担を課すことで財政状況の健全

化にもつながる。また、受益者負担の果たす役割が小さいことで利用者のコスト意識

が希薄になるため消費は過剰になり資源のロスが発生する可能性がある。資源のロス

は他の公共サービスに投入できる資源を減らし、結果的に社会厚生を下げてしまう。

しかし、受益者負担にするためには使用料や手数料の徴収にかかる直接的な費用や、

例えばごみの有料化によって不法投棄が発生するなどといった間接的な費用もあるの

で、資源のロスと直接・間接的にかかる費用を比較ながら有料化（受益者負担）をす

るかどうかの判断をする必要がある。 

 

1.4. 情報公開の現状 

 

情報公開は非常に幅広い領域である。本稿では警察における情報公開に着目し分析

をおこなうが、ここでは全体的な傾向把握の一助とするため、公会計における情報公

開に限定して概観する。近年では公会計制度の改革とその公開が進展しており、地方

公共団体のあいだでも情報公開の重要性についての認識が広まりつつある。林・橋本
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（2014）によると、公会計制度の改革とは、現行の公会計に企業会計（主にバランス

シートの作成と開示）を導入することである。現行の決算は、財源の使途、収支を明

確にすることが目的であり、減価償却や引当金なども含めた赤字・黒字や資産・負債・

純資産の把握を目的としていないため、財務状況が明白でなく財政運営方針がたて難

いため、財政の全体像が見えづらい状況にある。そこで主に、現金主義から発生主義

へ、単年度主義から長期的な視点へ、資本台帳からバランスシートへなどの変更によ

り、地方公共団体の財務状況が正確に把握できるようになる。このような公会計制度

の改革は地方公共団体の財務状況の情報開示のために都道府県のみならず市町村でも

進められている。公会計改革は単に地方公共団体の公会計方式の転換をするだけでな

く、会計方式をわかりやすいものに変え、財政運営の方向性を明確にし、財政運営そ

のものを見直し、その情報を住民に公開し共有し住民の理解と協力を得ることで持続

可能な財政運営を目指すものだといわれている。 

 

図 1－2 財務書類の作成状況（都道府県）：2001‐2005 

 

出所）総務省 地方公共団体の平成13～17年度版財務書類の作成状況等より筆者作成。 

 

地方公共団体は、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法

律」に基づき、財務書類の整備を進めているが、図 1－2 は 2001 年度から 2005 年度

までの財務書類作成状況を示す。縦軸の単位は都道府県数である。「バランスシート」

は貸借対照表で、資産・負債・純資産の状況を明らかにするもの。「行政コスト計算書」

は経常的な収入と支出を対比させたもの。「各地方公共団体のバランスシート」は普通

会計と、公営事業会計など、普通会計以外のものを連結させたもの。全体的に上昇傾

向にあることが窺がえ、特に 2003 年から 2004 年にかけて連結会計が進展し、透明性
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が向上していることが分かる。 

2005 年にはほとんどの都道府県でこれら 3 種類の財務書類が作成済みとなり、2006

年にはすべての都道府県の財務状況書類が作成済みとなった。ただし、財務書類の整

備は透明性の十分条件ではないことには留意せねばならない。 

 

図 1－3 財務書類の作成状況（市区町村）：200１‐2006 

 

出所）総務省 地方公共団体の平成 13～17 年度版財務書類の作成状況等より筆者作成。 

 

図 1－3 は市区町村のバランスシート等の作成状況である。市区町村の数は年度によ

って変動するため、年度ごとに比較しやすいよう割合で示した。また、全市区町村に

占める書類作成済みの市区町村の割合とともに全指定都市に占める書類作成済みの指

定都市の割合も同じ図に示した。全体的に見て指定都市の方が財務書類の作成の進展

が速い。2005 年度にはすべての指定都市で 3 種類の財務書類が作成済みとなった。一

方、市区町村全体でみると、バランスシートの作成は半分程度の市区町村で作成済み

であるが、各地方公共団体のバランスシートについてはほとんどが作成していない。 
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図 1－4 市区町村のバランスシート等の作成状況：2006－2012  

 

出所）総務省 地方公共団体の平成 18～24 年度版財務書類の作成状況等より筆者作成。 

 

図 1－5 作成済み団体における財務書類の公開（予定）状況：2006－2012 

 

出所）総務省 地方公共団体の平成 18～24 年度版財務書類の作成状況等より筆者作成。 

 

2006 年以降はすべての都道府県と指定都市で財務書類は作成済みとなっていたた

め、図 1-3 で市区町村の状況を見る。また、2006 年からは作成の状況について書類の

「作成済み」、「作成中」、「未作成」と作成の進捗状況の表示が変更になり、書類の名

称についても財務書類で統一された。財務書類とは貸借対照表（バランスシート）、行
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政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の総称である。2006 年、未作成

の市区町村は 3 割近くあったが、2012 年には 3.3％（58 市区町村）のみとなった。一

方、作成済みの市区町村は 2006 年 58.6%から 2012 年は 70.6%となった。 

 図 1－5 は 2006 年以降の作成済み団体における財務書類の公開（予定）状況である。

書類作成済みの都道府県の数と市区町村の数を 100％としたとき、どれくらいの都道

府県及び市区町村が財務書類の公表を行っているかを表している。2012 年にはすべて

の都道府県と 95.5%の市区町村が財務書類の公開をしている。公開方法は、地方公共

団体の平成 18～24 年度版財務書類等の作成状況によると、ホームページ、広報誌、

財務報告書（冊子）、その他があり、すべての年度において都道府県も市区町村もホー

ムページによる公表が大半を占めている。2001 年から 2012 年までの財務書類の作成

と公開の状況を概観すると、すべての地方公共団体で財務書類が毎年度作成されてき

ており、いずれすべて公表されるものと推察される。このように地方公共団体の財務

状況の透明性はこの 15 年ほどで飛躍的に向上したと考えうる。第 4 章では警察部門に

おける情報の開示を扱い、2001 年度から 2006 年度までを分析期間とする。機密性保

持の理由から警察部門における情報公開は比較的消極的であるといえる。 

 

1.5 一般廃棄物処理事業についての背景 

 本稿では第 2、3 章において地方公共団体による廃棄物処理を対象とした実証分析を

行う。分析対象が両章に共通するため、廃棄物処理事業の背景をここで概観する。 

 図 1－5 は 1998 年から 2015 年までの一般廃棄物の排出量の推移を示している。「ご

み」とは粗大ごみを含む事業系と生活系の一般廃棄物（産業廃棄物とし尿は含まない）

とする。2015 年のごみの総排出量は 4170 万トン、1 人 1 日当たりのごみ排出量は 954

グラムで 2000 年以降減少し続けている。排出されたごみは再生業者等へ直接搬入さ

れるもの、焼却・破砕・選別等中間処理されるもの、直接最終処分されるものがある。

直接最終処分量と中間処理後に最終処分された量を合計した最終処分量は 417 万トン

で、2015 年にはこれだけの量が埋め立て処分された。最終処分量は 1998 年以降一貫

して減少している。 
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図 1－6 ごみの排出量の推移 

 

出所）「一般廃棄物処理事業実態調査」を参照し筆者作成。 

 

ごみの排出量も埋め立てられる最終処分量も減少しているにもかかわらず、図 1－6

が示すように最終処分場の残余容量も減少傾向にある。残余年数は 2015 年で 20.4 年

となっている。残余年数に関しては最終処分量の継続的な減少により 1998 年の 12.8

年から増加している。最終処分場の整備状況は地理的な要因に左右されやすく地域的

な偏りが大きい。また、最終処分場を市町村で所有していない自治体は 302 団体で全

体の 17.3％となっている。特に関東地方や中部地方では最終処分場が不足し都道府県

外で最終処分されており、最終処分場の確保と最終処分量の削減が急務となっている。

なお、国庫補助による災害廃棄物の処理量、経費等は除いている。 
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図 1－7 最終処分場の残余容量 

 

出所）「一般廃棄物処理事業実態調査」を参照し筆者作成。 

 

図 1－8 全市町村に占める有料化団体の割合 

 

出所）「一般廃棄物処理事業実態調査」を参照し筆者作成。 

図 1－8 は全市町村に占めるごみ収集を有料化している市町村の割合を示す。2015

年は 1741 市町村のうち 79.7％に当たる 1387 市町村が有料化しており、粗大ごみの収

集を除けば 64.3％に当たる 1119 市町村が有料化を導入している。1998 年に有料化を

導入しているのは全体の 58.5％（1890 市町村）であったがその割合は毎年増加し、

2004 年には 84.5％（2150 市町村）が有料化を導入した。翌年の 2005 年には市町村
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合併の影響で市町村数が大幅に減少したことに伴って有料化市町村の割合も減少した。

しかしその後再び有料化の導入は微増している。粗大ごみを除くごみの有料化に関し

ても 2005 年でいったん減少したが他の期間では毎年増加している。 

 

図 1－9 廃棄物処理事業経費の状況 

 

 

出所）「一般廃棄物処理事業実態調査」を参照し筆者作成。 

 

図1－9は廃棄物処理事業経費の総額と1人当たりのごみ処理事業経費の推移を表し

ている。ごみ処理事業経費は 2001 年をピークに 2008 年まで減少し続け、特に 2003

年に経費総額、１人当たりの経費ともに大きく減少している。これは環境省の「一般

廃棄物の排出及び処理状況等（平成 15 年度）」によれば、2000 年１月に施行されたダ

イオキシン類対策特別措置法に基づく規制の強化に対応するための中間処理施設の整

備が完了し、建設改良費が減少したからである。また 2012 年からは「一般廃棄物の

排出及び処理状況等（平成 25 年度）」によるとダイオキシン類対策を行った施設の更

新需要の増加により経費総額も増加傾向を示している。2012 年 17885 億円だった総

額は 2015 年には 19495 億円になった。これにより、一人当たり事業経費も 14100 円

（2012 年）から 15500 円（2015 年）に増加した。 
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図 1－10 項目別ごみ処理事業経費の推移 

 

出所）「一般廃棄物処理事業実態調査」を参照し筆者作成。 

 

 図 1－10 はごみ処理経費をさらに詳細に「処理及び維持管理費」、「人件費」、「委託

費」に分けて表したものである。処理及び維持管理費はデータのある 2002 年から最

新の 2015 年までほとんど 1 兆 5000 億円前後で推移している。民間委託の導入はごみ

収集の分野で特に進んでおりごみの収集はほとんどの市町村で民間委託されている。

このことを反映し委託費は 2003 年以降増加し続け、これとは対照的に人件費は減少

傾向である。民間委託をすれば人件費の削減につながっていることがこのグラフから

も見て取ることができる。人件費が削減できたとしても委託費が人件費の削減を上回

るほど上昇していたら民間委託によって費用効率化は達成されていないことになる。 

以上を背景に、本稿では一般廃棄物処理事業の効率化に関する実証分析を行う。地

方自治体の供給するサービスのうち一般廃棄物処理事業は比較的自治体の裁量で処理

できる事業であるため有料、無料収集の自治体が混在しており、収集手数料や民間委

託の状況、政策の導入時期など自治体ごとに様々である。そのため、自治体ごとの違

いを用いて分析を行うことができる。一方で、粗大ごみ収集の手数料や指定ごみ袋の

価格については、まとまったデータがあるわけではなく、不法投棄についてのデータ

にも不備があるためか研究蓄積は薄い。またほとんどすべての住民がこのサービスを

需要している一方、近い将来最終処分場の不足が懸念されるなどすべての自治体に共

通した問題点もあり、問題解決の方向性が同じであるため政策の効果を測りやすい。
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また、ごみの焼却施設や最終処分場などは大規模でなおかつ迷惑施設であるため回収

から中間処理と最終処分まですべての工程を完全に民間が公共団体に代わって供給す

ることも難しいため公的部門がごみ処理サービスを供給しなければならない。さらに、

供給面においても民間委託のような費用削減のための対策をとっており、需要面から

みてもごみの削減のための対策―リサイクルや有料化などを行っている。しかもこれ

らの内容は住民に周知され、自分の住んでいる自治体がどのようなごみ処理事業を行

っているかについての情報は年代の偏りもなくほとんどの住民が得ることができ、サ

ービスを受けられる。そのため、ごみ処理事業の効率化やごみの削減の恩恵はすべて

の住民が受けることができる。 

 

1.6.本稿の構成 

 

 本稿は図 1－11 の示すとおり大きく 2 部構成になっている。地方財政という枠組み

の中で、前半は廃棄物処理を需要と供給の両面から、需要については受益者負担の導

入、供給については業務委託の影響を分析した（第 2 章・第 3 章）。後半は、警察サー

ビスの供給に着目し、地方における情報公開への取り組みに焦点を当てて分析した（第

4 章）。 

第 2 章では大阪府内における粗大ごみ収集の有料化が排出量に与える効果を定量的

に捉えることを目的とし、1998 年から 2013 年の市町村パネルデータを用いて分析を

行った。限定された地域の調査ではあるが、42 市町村と一定数の対象が確保され、ま

た、収集手数料の変化などの有料化状況を正確に把握できるため、粗大ごみの排出量

に与える影響を検証することができる。さらに、有料制と無料収集の自治体が府内に

併存することを活用し、差分の差推計を行った。差分の差推計とは政策の効果を測る

ための推計デザインである。政策を導入したグループ（処置群）と未導入のグループ

（対照群）の比較することで、制御変数だけでは捉えることが困難な交絡要因を制御

しつつ政策の効果を測る手法である。収集手数料を代理する変数として、任意の 3 種

類の粗大ごみの廃棄を想定しその費用の 1 ㎏あたりの収集手数料を用い、頑健性の確

認のため、他の指標も用いた。主要な説明変数は収集手数料、コントロール変数は先

行研究にならい、昼間人口比率、平均世帯人員、一人当たり所得とした。推計の結果、

有料化の導入が粗大ごみの排出量を有意に低下させることが示された。価格弾力性は

およそ－0.3 となった。本稿の主要な貢献は、粗大ごみ収集サービスの価格弾力性を、

筆者の知る限り、国内外の研究として初めて推計したことである。価格弾力性推計値

は家庭系一般ごみの先行研究の推計値のおよそ 3 倍であった。理論的に、家庭系一般

ごみよりも粗大ごみには代替的な排出手段が多いため、代替効果により価格弾力性は

高くなると予想されるが、まさに理論的予想を確認する結果となった。 
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 第 3 章では一般廃棄物処理事業に関して非効率性の有無を検証し、非効率性の要因分

析を行った。2006 年度の 521 市町村のクロスセクションデータを用いて、確率フロン

ティア分析（Stochastic Frontier Analysis 以下、SFA）に基づく費用効率性を推計し

た。SFA とは、費用関数フロンティアからの乖離を非効率による偏差と通常の誤差項

による偏差とに峻別し、非効率値を統計的に測定する手法である。本稿では非効率値の

測定に加え、これまでの廃棄物処理事業の分析でなかった非効率の要因分析も行った。

先行研究にはない貢献は 2 点ある。１点目は説明変数の中に生産要素の代理変数として

資本財価格を取り入れたことである。日本では直接焼却率が７割を超えているため、生

産要素として焼却炉が重要だと考えられる。しかし、これまでの研究では生産要素とし

ての焼却炉が考慮されておらず、焼却炉の減価償却を表したデータを用いるべきと考え

た。そこで独自に焼却施設の資本財価格を推定し分析に取り入れた。2 点目は、非効率

性の要因分析を行ったことことであり、補助金が効率性を悪化、収集業務委託は効率性

を改善することがわかった。一般廃棄物処理事業のさらなる効率化のためには、収集業

務を民間委託するが有効であると示唆される。 

 第 4 章は情報公開が警察サービスの効率性に与える影響を 1998 年から 2006 年の都

道府県データを用いて分析した。近年、民間部門の経営理念や経営手法を公共部門に適

用し、そのマネジメント能力を高め、効率的で質の高い行政サービスを目指すという

NPM（ニュー・パブリック・マネジメント）に注目が集まっている。その前提として、

公共部門の説明責任が重要であり、情報公開条例は不可欠である。しかし、情報公開条

例が施行されているだけでは警察官ならびに警察署職員の行動が制御されるとは限ら

ない。実際に、情報公開条例がすべて都道府県で施行されていたにもかかわらず、警察

の捜査報償費の不正流用は複数の都道府県で起こっていた。捜査報償費の不正流用が明

らかになった後、はじめて各都道府県で捜査報償費の減少が見られた。ここから効率化

を達成するためには情報公開条例の施行だけでは不十分であり、実際に条例の活用があ

ってはじめて効果を発揮すると考えられ、この仮説のもとに分析を進めた。情報公開制

度が行政活動の効率性に与える効果について研究した日本の研究は、赤井、金坂（2005）

と山下、赤井（2005）がある。どちらも制度の有無に依存する研究であるが、本稿は

条例の活用に着目するため、情報公開請求への対応データを用いて分析した。さらに、

警察サービスという個別の事業に着目し、個別の事業とその情報公開の結果に焦点を絞

ることによって、より具体的な効果を測ることを目指した。SFA によって費用非効率

値を測定し、同時に非効率の要因分析を行った。分析の結果、費用非効率は存在し、情

報公開は遅発的費用削減効果があるという結果を得た。 

 以上の分析を通して、本稿が、公共サービスの効率的な供給を議論するにあたって

一つの客観的示唆を提示する。 
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図 1－11 本稿の構成 
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2.粗大ごみの有料化に関する実証分析 

2.1.はじめに 

 

本章は、粗大ごみの回収有料化による粗大ごみ排出量削減効果を検証する。自治体

の多くが近年ごみ収集を有料化したが、有料化による排出量削減効果について多数の

研究蓄積がある。しかし、それらの研究のほとんどは、粗大ごみ以外の、家庭で排出

される生活系ごみを対象としており、筆者の知る限り、粗大ごみの有料化による効果

についての研究は不十分である。粗大ごみは、生ごみのようにため込むことのできな

いごみと違い、排出タイミングの調節や処分方法の選択など、消費者により裁量の余

地がある。生活系ごみ排出量に関する先行研究の大半は、有料化は排出量削減に有効

であると報告しているが、ごみの性質の違いがあるため、それらの知見にどこまで外

的妥当性があるか不明である。 

近年ごみの総排出量と一人一日当たりのごみ排出量はともに減少傾向にあるが、環

境省が発表している「一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成 27 年度）について」に

よると最終処分場の残余年数も 17 年連続で減少しており、2015 年度末の最終処分場

の残余容量は 1 億 404 万㎥で前年度より 1.7％減少している。残余年数は 20.4 年であ

る。わが国は国土が狭く最終処分場が限られているためさらなるごみ排出量の削減に

取り組む必要がある。特に粗大ごみは破砕され埋め立て処分される割合が高いごみで

あるが、他人へ譲渡したり分解して再利用したりするなど廃棄物とならないように工

夫できる余地があるため、ごみの総排出量削減のため着目すべきである。近年多くの

自治体でごみの回収は有料化され、粗大ごみ回収にも手数料がかかる。しかしごみ削

減のために有効な政策である有料化の効果についての検証は粗大ごみ以外の生活系の

ごみでしかほとんど行われてこなかった。 

粗大ごみ有料化は自治体ごとに多様な方法がとられており、導入時期など自治体に

問い合わせる必要があるなど、整備されたデータが存在しない。そこで本研究では粗

大ごみの収集手数料の最小価格と 1 ㎏当たり排出手数料の調査を大阪府内の市町村に

限定することで実行可能性を確保する。大阪府に着目したのは府内市町村の政策が有

料化効果の特定に必要な準実験的差異を提供するためである。本研究では収集手数料

の最小価格と 1 ㎏当たり排出手数料を用い 1998 年から 2013 年までの大阪府 422）市

町村のパネルデータを構築するが、サンプル期間初年度の 1998 年の時点で 42 市町村

のうち 8 市町村が粗大ごみ有料収集を導入していた。サンプル期間中、随時有料化が

施行され、2013 年には 31 市町村が有料収集を行っていた。このように有料化と無料

                                                   
1) 1998 年当時大阪府内の市町村数は 44 であったが、2006 年に堺市が美原町を吸収合併し

た。合併以前の収集手数料情報が不明なため、サンプルから堺市と美原町を除外した。 
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収集が府内に併存し、さらに導入時期にも差異があることを活用し、差分の差推計

（difference-in-differences estimation 以下、DID 推計）を行う。有料化効果の測定

方法としては、有料化前後の時系列的比較が考えられるかもしれない。しかし、前後

の比較のみでは、時系列的な交絡要因が懸念されるため、有料化効果を正確に測定で

きるかどうか疑問が残ってしまう。DID では、有料化した自治体をトリートメントグ

ループととらえ、有料化未導入の自治体で時系列的交絡要因を制御するコントロール

グループとして用いるため、時系列的比較の問題点を緩和することができる 2)。まず

粗大ごみ 1 ㎏当たり排出手数料で推計し、頑強性チェックのため収集手数料の最小価

格を用いた。 

推計モデルの構築には、一般廃棄物の有料化の研究を参照した。また、自治体は有

料化開始時期を住民に周知するためにも一定期間を経たのち開始するため、ごみの駆

け込み排出需要がおこりうる。「駆け込み効果」を捉えるためのモデルでは、導入時期

の境目を示すダミー変数を使用した。 

推計の結果、有料化の導入が粗大ごみの排出量を有意に低下させることが示され、

価格弾力性は－0.30％～－0.39％となった。ごみの減量効果を分析している先行研究

と比較すると、碓井（2003）は価格弾力性が－0.119、中村他（2007）は価格弾力性

が－0.025、中村・川瀬（2011）は価格弾力性が－0.017 であると報告している。家庭

系一般ごみよりも粗大ごみには代替的な排出手段が多いため、代替効果により、これ

らの先行研究より高い推計値になったと考えられる。 

粗大ごみの減少は、しかし、表面的なものかもしれない。たしかに自治体の回収量

は減ったが、これにより必ずしも消費者による排出が減ったとは言えない。消費者に

代替的な排出方法があるためであるが、本研究では事業活動で出たごみである事業系

ごみへの混入の可能性を検証した。予備調査の結果から、これらはデータ上観測でき

ない規模であると考えられる。 

本章の構成は以下のとおりである。次節の先行研究で、ごみの有料化の減量効果と

不法投棄の先行研究について概観する。第 3 節では、データの内容と構築方法を説明

し、推計モデルを提示する。第 4 節で、推計結果を示し、第 5 節でまとめと今後の課

題について述べる。 

 

2.2.先行研究 

 

経済学においてごみ処理研究の先鞭をつけた研究として Fullerton and Kinnaman

（1996）がある。Fullerton and Kinnaman（1996）は、1992 年のバージニア州のシ

ャーロットビルでのごみ収集手数料の有料化（ステッカー方式）導入によって、ごみ

                                                   
2) DID を含む準実験はアングリスト他（2013）に詳しい。 
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の排出重量が 14％減少し、リサイクル重量が 16％増加したことを明らかにした半面、

ごみの減少分の 1 割ほどが不法投棄に転換されたことを明らかにした。廃棄物処理や

不法投棄はさまざまな国と地域で深刻な環境問題となっており、特に工学系の研究者

達により研究されてきたが、Fullerton and Kinnaman（1996）の研究を契機に、経

済学者による価格メカニズムを応用した政策の評価が盛んになり、さらに人の行動変

化という観点から心理学でも注目されている(Thogersen, 2003)。埋め立て地の容量に

制限がある現状において、ごみ排出量をいかに削減するか、不法投棄誘因とどのよう

にバランスをとるべきか、経済学からのアプローチは政策議論に貢献しうると考えら

れる。 

ごみ収集手数料の有料化導入の効果を検証した研究は Fullerton and Kinnaman

（1996）をはじめ国内外において実証研究の蓄積が深く、Kirakozian(2016)によるレ

ビューが詳しい。おおむねどの研究においても、有料化の導入やごみ処理手数料の値

上げは、限定的ではあるが、家庭ごみ排出量を減少させるとしている。粗大ごみにつ

いてはこれら通常の家庭ごみには含まれず、以下に概観する研究の対象ではない。 

Kirakozian(2016)は、リサイクル促進を目的とする複合的政策の有効性を検証した

経済学の実証研究をレビューし、リサイクル促進政策の類型として、税金（有料化）、

補助金、デポジット制度の 3 タイプを挙げている。例えば、ステッカー方式、つまり

ごみ袋の大きさに応じて有料ステッカーを貼る手段は、税金というカテゴリーに分類

されている。有料化のごみ排出量削減効果は、レビューされた論文の大半で確認され

ている。生活系廃棄物の実証研究で、海外論文の中には世帯レベルのデータを使用し

ている研究が見られる。 

Allers and Hoeben(2010)はオランダの 458 自治体の 10 年分のデータを使ってごみ

収集の有料化の減量効果を DID で推計した。有料化の効果は課金制度に依存し、体積

に対して価格が決まる課金制度より、重量に対して価格が決まる課金制度の方が、減

量効果があると報告している。 

日本を対象とした研究では地域別排出量を一人当たりに換算したデータが用いられ

ているが、同様の結果が報告されている。英文での日本を対象とした研究に Suwa and 

Usui(2007)と Usui and Takeuchi(2013)がある。Suwa and Usui(2007) は、1997 年

の 3,208 市町村のクロスセクション・データを用い、ごみの減少とリサイクル促進の

関係について Seemingly Unrelated Regression (SUR)で推計した。自治体によるペッ

トボトル回収は可燃ごみ排出量の減少を導き、ごみ袋価格はペットボトル回収を増や

すことが報告されている。Usui and Takeuchi(2013)は、665 市町村の 8 年分のパネル

データを用い、有料化導入のごみ排出量とリサイクル量への影響、さらに効果の持続

性を検証している。自治体平均所得別にグループ分けし分析した結果、高所得グルー

プにおいて長期・短期ともにごみ排出は減少するがリサイクル量は有意に反応せず、

低所得グループにおいては長期にわたってリサイクル量は増加するがごみの減少は持
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続しないとしている。地域的影響を考慮した有料化の減量効果を検証した笹尾（2000）

によると従量制の有料化は平均約 14％の減量効果があり、都市部よりも農村部で減量

効果が大きいと報告している。この他、碓井（2003）、中村他（2007）、中村・川瀬（2011）

がごみ袋価格の効果を検証している。碓井（2003）は、従量制有料化指定ごみ袋の価

格の全国 3,230 市町村のデータを用い、価格弾力性は－0.119 であると報告している。

中村他（2007）は、指定ごみ袋 10 リットル当たりの価格が 1 円上昇すると 1.5％のご

み減量効果があり、これを平均価格 1.708 で評価すると価格弾力性は－0.025 となる

と報告している。また、中村・川瀬（2011）では、指定ごみ袋 10 リットル当たりの

価格が 1 円上昇すると 1.6％のごみ減量効果があり、価格弾力性は－0.017 であると報

告している。 

これらの指定ごみ袋の価格の減量効果についての先行研究から、粗大ごみ排出の有料

化にも減量効果があることが予見されるが、粗大ごみと生活系可燃ごみの性質の違い

から価格弾力性が同一であるとは考えにくい。 

日本における粗大ごみについての早期の実証研究に、市町村に対しアンケート調査

を実施した松藤他(1998)がある。アンケートは、粗大ごみの不定期収集を行う自治体

（195 市町村）と無作為に抽出された定期収集を行う自治体（31 市町村）に対して行

われ、収集品目、収集除外品目、収集方法、収集場所、収集頻度、収集量の実績値な

どが調査された。有効回答が得られた 126 市町村の粗大ごみ収集方式と排出量の関係

を見ている。申込制でない方が 1 人当たり粗大ごみ排出量が多く、「申込制でない」「申

込制で無料」「申込制で有料」という順番で 1 人当たり粗大ごみ排出の平均値は少なく

なっているが、平均値の差は統計的に有意でないと報告されている。また、品目分類

の比較的多い自治体を 4 市選び、一人当たり品目別（家電、寝具、家具、乗物、その

他）排出量を比較することで、発生量自体に地域差があり、自治体の指定品目の違い

によって収集量に差が生じると結論付けている。 

Curran et al. (2007)によると、イングランドでは公的なリサイクルセンターか地方

自治体が粗大ごみの収集主体であり、354 の公的なごみ収集業者が存在している。粗

大ごみの収集手数料、収集プロセスや収集した品目の再利用など収集システムの決定

は自治体ごとに自由裁量であり、全く同じ収集システムはないといわれる。およそ

28％の自治体では収集料金は無料で、その他の自治体では収集個数によって料金が決

まる。一般的な料金は 3 品目につき 18 ポンド（1 ポンド＝144.4 円とすれば 2599 円）

であり、今回用いた大阪の市町村で任意の 3 つの家具を捨てることを想定した価格は

720 円から 3000 円で最頻値は 1500 円であるので大阪の自治体より高めの設定である。

このためもあってか約 43％の自治体は低所得の住民からは料金を徴収しないか割引

料金で収集している。Curran et al. (2007)は、イングランドの 3 市の 1,450 世帯に対

して粗大ごみの処分の仕方についてのアンケート調査を行い、およそ 60％の住民がリ

サイクルセンターに無料で自己搬入し、19％が有料の公的な収集サービスを利用した
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と報告している。このように、価格に左右されることが示唆される可燃ごみとは違い、

消費者は粗大ごみの排出方法を選択できる。通常、粗大ごみ収集は申込制であり、待

ち時間は 7 日から 10 日ほどである。田舎で富裕層の住む自治体においては料金を徴収

しているところが多く、粗大ごみの収集料金はサービスの質が高いところほど高くな

るというよりもむしろ人口密度などサービス提供のためのコストがより高いところほ

ど高くなる傾向がある。 

以上のように、海外においても公的機関による粗大ごみ収集サービスについての研

究蓄積は限られているが、その要因として、イギリスなど粗大ごみ研究が進んでいる

国においても自治体による収集が限られていることが考えられる。粗大ごみが排出さ

れるのは必ずしも毎月や毎年というわけでなく、主に引っ越しの際に排出され、その

処分方法においても、処理施設への自己搬入、チャリティー団体や第三セクターへの

寄付、カーブーツセールやガレッジセールやインターネットオークション、また、不

要となった家具や家電を家の前に出しておき誰か必要とする人が持っていくという慣

習が確立している地域があることなど、自治体が必ずしも主な収集主体ではない。ま

た、回収料金についても厳密に定まっていないため統計分析に不向きである側面もあ

る。これに対し、日本では粗大ごみ処分に自治体が強くかかわり、自治体が価格表を

定めているため、研究上の利点がある。主に電話申し込みによる自治体回収が多いが、

定期回収を行っている自治体も少数ではあるが存在する。 

ごみの有料化やごみを捨てる手段について議論する際に必ず懸念されるのが不法投

棄の問題である。不法投棄については多くの国で環境問題として重要な問題とされ研

究されている。 

Hadsman and Williams(2011)は、粗大ごみの不法投棄要因を特定するため、イギ

リスのハンプシャーでアンケートを行い、粗大ごみの回収手数料と不法投棄の関係を

検証した。不法投棄は人口密度と犯罪率の高い地域や、賃貸居住割合の高い地域で多

発している。不法投棄の要因は、合法的な処分方法のコストが高いこと、不法投棄阻

止政策の不足だとされる。また、一般家庭がごみ処理に関する法的な義務や責任につ

いて無関心であること、教育が必要であることが指摘されている。また、イギリスで

は不法投棄（フライ・ティッピング）を把握することを目的とした「フライ・キャプ

チャー」という不法投棄についてのデータベースが公表されており、このことからも

不法投棄の深刻さが窺われる。不法投棄は国土汚染など環境問題であり、周辺地域の

犯罪を誘発したり投資の妨げになったりする社会問題でもある。 

Sigman(1998)は廃油に限定して不法投棄の実証研究を行い、処分価格の上昇は不法

投棄を促進するとしている。Ichinose and Yamamoto(2011)は、都道府県レベルの不

法投棄データを用いて、ごみ処理施設の供給と不法投棄の頻度の関係についてについ

て分析し、厳罰化よりも中間処理施設の供給が不法投棄阻止に効果的だという可能性

を示唆している。Sedova(2015)はスロバキアの不法投棄の理由について 77 州のデー
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タを使って検証した。所得と不法投棄の関係は正の相関があり、貧困は不法投棄にマ

イナスの影響を与えると報告している。不法投棄量についての整備されている日本の

データは、都道府県別不法投棄件数が存在するが、その内訳に産業廃棄物が含まれて

おり、また、粗大ごみ有料化状況は市町村によって差異があるため、都道府県レベル

のデータを用いた有料化効果の特定化は困難であると予想される。 

まとめるとすると、一般生活ごみの価格弾力性を推計した先行研究の蓄積は厚いが、

筆者の知る限り、粗大ごみの価格弾力性については国内外の研究として本稿の推計が

初めてである。粗大ごみは、生ごみのようにため込むことのできないごみと違い、排

出タイミングの調節や処分方法の選択など、消費者により裁量の余地があるため、粗

大ごみの価格弾力性の方が一般生活ごみの価格弾力性よりも高いと予想される。よっ

て本章の主要な貢献は、粗大ごみの価格弾力性の推計を通して、ごみの形態による有

料化への反応の異質性を検証することである。本章では比較的研究蓄積のある粗大ご

み以外のごみの有料化の先行研究の手法を参照しながら、研究蓄積の薄い、粗大ごみ

減量効果の検証に応用する。 

 

 

2.3.推計モデル 

2.3.1 差分の差分析の概観 

DID とは政策の効果を測るための準実験的研究デザインの一つであり、アングリス

ト他（2013）に詳しい。政策を導入したグループ（トリートメントグループ、もしく

は処置群）と未導入のグループ（コントロールグループ、もしくは対照群）の比較す

ることで、制御変数だけでは捉えることが困難な交絡要因を制御しつつ、政策の効果

を測る手法である。例えば、ある自治体における廃棄物処理量は様々な要因により増

減する。自治体で有料化導入前後のごみの量を比較し、仮に減少したことが確認され

たとしても、他の要因と相関しているかもしれないため、政策との因果関係は特定で

きない。そこで、他の要因が未導入自治体群と導入自治体群に同様の影響を及ぼすと

の仮定のもと、両グループの差を政策変化前後で比較することにより、他要因の影響

を除去する。 

 

2.3.2 モデルの定式化 

 指定ごみ袋価格の減量効果の研究にならい、手数料価格の粗大ごみ減量効果を明ら

かにするため次の推計式を用いる。 
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𝑂𝑖𝑡 = ｃ + 𝛼1𝑃𝑖𝑡 + 𝛼2𝐷𝑖𝑡 + 𝛼3𝐻𝑖𝑡 + 𝛼4𝐼𝑖𝑡 + 𝑚𝑖 + 𝑘𝑡 + 𝑒𝑖𝑡                   (1) 

 

ここで、被説明変数𝑂𝑖𝑡は対数変換した粗大ごみの排出量である。説明変数𝑃𝑖𝑡は手数

料で、有料化未導入の市町村は 0、有料化以降は手数料の値をとる。基本的な DID 推

計式ではコントロール群ダミーと政策変化以後ダミーの交差項は政策変化以降で１の

値をとり、交差項の係数で平均的政策効果が測定される。（１）式には市町村固定効果

（𝑚𝑖）と年次効果（𝑘𝑡）が含まれるため、DID 推計の応用形であり、手数料の市区町

村間変動を政策効果測定に活用できる利点がある（Card and Kruger, 1994）。なお市

町村が有料化の導入を決定するためサンプル・セレクション・バイアスが懸念される

かもしれないが、固定効果モデルを推計に用いているため、サンプル期間中変化のな

い市町村属性の影響は除去される。 

粗大ごみの排出量に影響を与えうる他の政策として、2001 年 4 月に全国で施行され

た「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」がある。家電リサイクル法施行

前はエアコン、テレビ（ブラウン管）、冷蔵庫、洗濯機を粗大ごみとして市町村が回収

していたが、同法施行後は自治体での回収はせず、これらの家電製品を購入した販売

店か買い替えの際販売店にリサイクル料金を支払い引き渡すこととなった。また、

2004 年に回収品目に冷凍庫が、2009 年には薄型テレビと乾燥機が追加された。同法

の影響により、全市町村において排出量の減少が予想されるが、年次ダミーは家電リ

サイクル法の効果を制御する。 

このほか、有料化を導入していない自治体で政策変化があったとすると、推計にバ

イアスがかかってしまう懸念がある。このため、未導入の自治体の政策変化を調査し

たが、一回の収集につき 3 点までといったような数量規制をしている自治体があった。

有料化を導入していない自治体では基本的に月 1 回の収集であるが、大東市では一回

につき 6 点まで（2007 年に導入）、東大阪市は 2004 年にそれまで 5 点までの数量規

制が 10 点までに緩和され、交野市では 2001 年に収集一回につき 4 点までとなった。

このように、サンプル期間中、大東市と交野市の 2 つの自治体が数量規制を導入した

が、もし仮にこれらの自治体が数量制限の導入で粗大ごみ排出量を削減した場合、有

料化自治体との差異が縮小する。よって、DID 係数は下方への偏りがおこる可能性は

あるが、上向きの偏りは考えにくい。 

DID 分析において、トリートメントグループとコントロールグループが類似してい

ることが望ましいとされる。表 2－3 では制御変数の平均値の差をｔ検定で検証した。

昼間人口比率についてはトリートメントグループの平均値とコントロールグループの

平均値で有意な差はない。平均世帯人員はトリートメントグループで有意に低いが、

0.15 人と絶対値は小さい。一人当たり所得についてもトリートメントグループで有意

に低く、およそ 90 万円の差がある。コントロールグループに北部の比較的裕福な自治

体が含まれているために所得差が検出されたと考えられる。この結果は分析デザイン
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の妥当性をなくすものではないが、グループ間の差に留意し、平行トレンド仮説を検

証する必要が窺がわれる。 

また、𝑃𝑖𝑡は対数変換 3)されているため、𝑃𝑖𝑡の係数である𝛼1から、価格弾力性を直接

推計できる利点もある。手数料に関しては頑強性の確認のため、1kg 当たり排出手数

料（モデル 1～4）と最小価格（モデル 5）を用いた。制御変数は以下を用いた。𝐷𝑖𝑡は

昼間人口比率で、都市化の度合いを捉える変数である。都市化の度合いの変化による

排出量の変化を制御するための変数で、都市化するほどごみ量は増えると考えられる

ため予想される符号は負である。𝐻𝑖𝑡は平均一世帯人員である。世帯人員が多いと、世

帯内で耐久財は共有されることによりごみの量は減少すると考えられる一方、世帯が

大きくなると家電や家具も大型化するため、共有効果が大型化効果を上回る場合、符

号は負になる。𝐼𝑖𝑡は一人当たり所得である。所得が多ければそれに比例して消費も多

くなる、ということは耐久財の買い替えの頻度も高くなる可能性があるため符号は正

になる。𝑒𝑖𝑡は誤差項でｃは定数項である。誤差項の推計には、系列相関が引き起こし

うるバイアスを制御するために、Bertrand, Duflo, & Mullainathan (2004)が推奨する

方法を採用し、市町村レベルでのクラスタリングを行った。 

さらに、有料化導入の直前に発生することが予想できる「駆け込み排出」の効果を

考慮したモデル 2 として次の(2)式で推計をした。 

𝑂𝑖𝑡 = ｃ + 𝛼1𝑃𝑖𝑡 +𝛼2𝐷𝑖𝑡 + 𝛼3𝐻𝑖𝑡 + 𝛼4𝐼𝑖𝑡 + 𝛼5𝐹𝑖𝑡 + 𝑚𝑖 + 𝑘𝑡 + 𝑒𝑖𝑡        (2) 

 (2)式は新たに有料化が導入された年を 1、それ以外で 0 をとる駆け込み排出を表すダ

ミー変数𝐹𝑖𝑡（2 種類、モデル 2.1、2.2）を加えた。この駆け込み排出を表すダミー変

数には 2 種類の定式化を考慮した。第 1 の定式化はまず単純に、有料化が導入された

年に 1 を、それ以外で 0 とし、これを駆け込み排出ダミー1 とする。第 2 の定式化で

はより駆け込み排出が発生しそうな時期を考慮した。有料化の導入月は、年明け直後

の 1 月や年度の始まりの 4 月とは定まっておらず、12 月や 1 月、7 月など様々である。

駆け込み排出が発生しているとすれば、有料化導入直前に排出量が増加するはずであ

るが、1 月に有料化を導入した市町村では導入の前年に排出量が増加することが予想

される。一方、12 月の場合、同一年内における増加が予想される。分析では年次デー

タを使用しているため、導入された月が年の前半なら、導入年の前の年を 1、導入さ

れた月が年の後半なら、導入年を 1、それ以外を 0 として定式化し、駆け込み排出ダ

ミー2 とする。各市町村の導入時期については表 2－6 に示した。 

次に、いったん減量した排出量が有料化導入後、リバウンドしたかどうかをみるた

め導入 1～3 年後ダミーを入れて分析をした（モデル 3）。(1)式と同様、年次ダミーを

                                                   
3) （１）式で用いられる説明変数のうち手数料𝑃𝑖𝑡については価格弾力性を推定したいため

対数変換した値を用いるが、それ以外の説明変数は対数変換していない。手数料以外の変

数（平均世帯人員と一人当たり所得）も対数変換し推計したが結果（モデル 7）はほとん

ど変わらなかった。有料化未導入の自治体については対数変換する前に 1 を足し変数を作

成した。 
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入れて、Bertrand, Duflo, & Mullainathan (2004)が推奨する方法を採用し、市町村レ

ベルでのクラスタリングをし、固定効果モデルで推計した。推計式には、導入 1 年後

ダミー𝐹𝑖𝑡+1、2 年後ダミー𝐹𝑖𝑡+2、3 年後ダミー𝐹𝑖𝑡+3を追加し以下のようになった。

𝑂𝑖𝑡 = ｃ + 𝛼1𝑃𝑖𝑡 +𝛼2𝐷𝑖𝑡 + 𝛼3𝐻𝑖𝑡 + 𝛼4𝐼𝑖𝑡 + 𝛼5𝐹𝑖𝑡+𝛼6 𝐹𝑖𝑡+1 + 𝛼7 𝐹𝑖𝑡+2 + 𝛼8 𝐹𝑖𝑡+3  

                          +𝑚𝑖𝑡 + 𝐾𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 (3) 

 

 また、事業系ごみに混入されているかどうかを確認するため、被説明変数を一人当

たり事業系ごみ𝐵𝑖𝑡に代えて、モデル 4 として(4)式を推計した。 

 

𝐵𝑖𝑡 = ｃ + 𝛼1𝑃𝑖𝑡 + 𝛼2𝐷𝑖𝑡 + 𝛼3𝐻𝑖𝑡 + 𝛼4𝐼𝑖𝑡 + 𝛼5𝐹𝑖𝑡 + 𝑚𝑖 + 𝑘𝑡 + 𝑒𝑖𝑡         (4) 

 

2.3.3 データ 

 

 この研究で使用する主なデータは環境省が実施する『一般廃棄物処理実態調査』の

集計結果である。この調査は環境省が毎年全国市区町村に対して行っているものであ

り、本研究では大阪府について集計されている統計表を使用した。使用するデータは

1998 年から 2013 年の 16 年分の大阪府の 42 市町村パネルデータでサンプルサイズは

672 である。表 3－1 にデータの出所と変数の作成方法を、表 2－2 に記述統計量を示

す。『一般廃棄物処理実態調査』は中村他（2007）など生活系ごみの研究で用いられ

ている。そのほか、コントロール変数としてとして、所得に関するデータは『市町村

課税状況等の調』を用いた。昼間人口比率は 5 年ごとに実施される『国勢調査』を用

い、調査が行われなかった年のデータは内挿法（線形補完）で補った。平均世帯人員

については『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査』を用いた。 

 使用する変数はこれまでの有料化の減量効果の先行研究にしたがって、被説明変数

に一人当たりごみ排出量(対数)、地域ごとの特性をコントロールするための制御変数と

して昼間人口比率、平均世帯人員、一人当たり所得を用いる。排出手数料（対数）と

有料化導入時期については各市町村のホームページを参照し、公表されていない場合、

各市町村の窓口に電話確認を行った。粗大ごみ排出手数料は品目ごと、サイズごと、

依頼件数ごとなど、それぞれの市町村で異なっており、また品目の区分やサイズの測

り方に関しても様々である。そのため手数料の体系をグループ分けするのは困難であ

る。そこで排出手数料の指標には一般家庭で普遍的な任意の 3 種類の家具（シングル

ベッド、2 人掛けソファ、たんすの合計 84 ㎏相当）を捨てることを想定しその際にか

かる費用を 1 ㎏当たりに計算しなおした手数料を主な指標とした（モデル 1～4）。粗

大ごみの回収価格は品目や大きさによってばらつきがあり、品目の分け方や大きさの

測り方とそれに伴う価格の決まり方なども市町村によって大きく異なるため手数料価
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格を単一の指標としてとらえるのが難しいが、任意の 3 種類の家具を捨てることを想

定して作成した指標の利点としては、複数種の粗大ごみを基にすることにより料金体

系の一定の目安となることである。頑強性チェックのため、粗大ごみの回収価格とし

て単一の粗大ごみを排出する際にかかる最小価格を用いて分析を行った（モデル 5）4)。

任意の 3 種類の家具を捨てることを想定し作成した 1kg 当たりの排出手数料と単一の

粗大ごみを排出する際にかかる最小価格の 2 種類の手数料価格を設定し分析に用いる

ことで頑強性を確保している。またこの 2 種類の粗大ごみの回収価格の相関係数は

0.41 とあまり高くないため、互いに頑強性チェックの指標として妥当性がある。 

表 3－2 の記述統計の一人当たり粗大ごみ排出量の最小値は 0 となっているが、これ

は守口市の 2003 年、2004 年、2005 年と摂津市のデータである。守口市では 2003 年

から 2005 年の間、摂津市では 1998 年から 2013 年まで、市による粗大ごみ回収も委

託業者や許可業者による粗大ごみの回収もなかったため、0 となっている守口市と摂

津市のデータを除外しモデル１の推計を行ったが結果はほとんど同じだった 5)。 

 

2.4.推計結果 

 

予備的分析として、分析期間内に有料化した自治体（トリートメントグループ）の

一人当たり粗大ごみ排出量の中央値を、制度改正年と前後 3 年分プロットした（図 2

－1）。分析期間中に価格が変化した自治体はトリートメントグループなので実線で、

分析期間中に価格が変化しなかった自治体はコントロールグループなので破線で表し

た。3 年前を基準年次として指数化している。それ以外の自治体（コントロールグル

ープ）については平均移行年である 2006 年と前後 3 年分プロットした。図 2－1 で有

料化の後、トリートメントグループでは有料化導入の直前年にやや増加傾向がうかが

える。コントロールグループでは、2006 年以降、やや排出量が減少しており、タイム・

トレンドによるものと解釈できる。それと対照的に、トリートメントグループでは有

料化以後、排出量は大幅に減少しており、3 年前の 40％以下にまで減少した。この比

較から、有料化によるごみ削減効果があると推測される。 

どちらのグループも 0 年まではほぼ変動なく似た推移をしていることから、DID 推

計に必要な平行トレンドの仮定は妥当のように見受けられる。平行トレンドの仮定と

                                                   
4) 任意の3種類の家具を捨てることを想定し作成した1kg当たりの排出手数料と単一の粗

大ごみを排出する際にかかる最小価格の相関係数は 0.41、P 値は 0.055（10％有意水準で

有意）である。 
5) 守口市と摂津市をサンプルから除外しモデル 1 を推計した結果、1kg 当たり排出手数料

が 1％有意水準で負に有意で係数は－0.334 となり、平均一世帯人員は 10％有意水準で正

に有意になった。この推計での価格弾力性は－0.334 となり、主要な推計結果とほとんど

変わらない結果となった。サンプルサイズは 640 である。 
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は、もしトリートメントグループで有料化が実施されなかった場合、アウトカムであ

る粗大ごみの量はコントロールグループと「時間経過による増減の仕方は同じである」

という DID 推計の前提条件である（Card and Kruger, 1994）。DID の目的はトリー

トメントの効果を測ることであるが、もしトリートメントグループにトリートメント

がない仮想的なアウトカムとトリートメントが施されたアウトカムを比較できるので

あれば、これらのアウトカムの差からトリートメント効果を測定できる。しかし仮想

的なアウトカムをデータとして観測することはできないため、次善の手段として、コ

ントロールグループが比較対象として用いられる。トリートメントグループとコント

ロールグループのアウトカムの時系列的変化が均質な推移を示している場合、研究デ

ザインの妥当性を支持すると解釈できるが、トリートメント以前になんらかの理由で

両者のトレンドに乖離が生じている場合、有料化（トリートメント）の効果だけでな

く、それ以外の効果も含むバイアスのかかった推計結果となることが憂慮される。つ

まり平行トレンドの仮定が成立しなければ、有料化による減量効果を過大もしくは過

少に評価することになるが、この仮定の妥当性については後で統計的に検証する。 

推計結果を表 2－4 と表 2－5 に示す。排出手数料の係数である𝛼1は、モデル 1、モ

デル 2、モデル 3 ともに 5%の有意水準で有意に負となった。生活系ごみと同様、粗大

ごみの有料化にも、減量効果があることがわかる。この係数は弾力性の推計値である

が、手数料価格の 1%増加が、粗大ごみ排出量の 0.30%~0.39%減少につながると示し

ている。生活ごみの価格弾力性を推計した日本の先行研究では、碓井（2003）は価格

弾力性が－0.119、中村他（2007）が－0.025、中村・川瀬（2011）が－0.017 との報

告がある。本研究の価格弾力性の推計値は約－0.3 であり、これら 3 つの先行研究と

比較すると高い値だといえよう。差が見うけられる主な要因は、先行研究で分析対象

のごみはいずれも粗大ごみでないことが挙げられる。粗大ごみ排出手数料の価格弾力

性が比較的高い理由にとして、代替効果が考えられる。粗大ごみ以外のごみについて

は自治体収集以外の代替的な処理方法は少ない。それに対し、粗大ごみの処分方法は

多様である。知人への譲渡、リサイクルショップへの売却、ネットオークションへの

出品など、多くの代替的な処分方法がある。また、不法投棄などの非合法的手段や、

保管による排出の先延ばしなどの選択肢もあるため価格に比較的弾力的であることが

予想される。本研究の価格弾力性推計値が比較的高いのは、消費者の選択肢の多さを

反映していると解釈できる。 

 モデル 3 ではリバウンドが起こっていないかを確認するために有料化導入 1～3 年

後ダミーを入れた。その結果、1 年後ダミーだけが有意に正となった、よって 1 年後

にリバウンドすることが分かった。 

 粗大ごみの有料化によって、事業系ごみへの混入が生じるかもしれないが、この可

能性をモデル 4（表 2－5）で検証した。ここではモデル 1 と同じ説明変数を用いなが

ら、被説明変数を（住民一人当たりの）事業系ごみ排出量に代えて推計した。排出手
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数料の係数が有意に正であれば、事業系ごみへの混入があると示唆される。推計の結

果、当該係数は正であるが統計的に有意でない。粗大ごみ有料化による事業系ごみの

混入は統計的に検出されなかった。 

平行トレンドの前提が満たされているかどうかを確認するため、導入の前の年に1、

それ以外を0とする導入前ダミーを、モデル1に追加し推計した（表2－5のモデル6）。

導入前ダミーは導入の前の年に 1 の値をとるのに対し、駆け込み排出ダミー１は導入

の前の年は 0、導入年に１の値をとるため、両者は不同一である。また、駆け込み排

出ダミー2 でも、有料化が年の後半に導入された場合、導入の前の年の値は 0 をとる

ため、完全には一致しない。導入前ダミーは駆け込み排出ダミー2 と異なる変数であ

るが、年の前半に有料化された自治体において、前暦年の 12 月などに駆け込み排出が

発生した場合、導入前ダミーの係数に上向きの偏りが発生する可能性がある。推計の

結果、導入前ダミーの係数は負であるが有意でなかった。予備的検証でも両グループ

の平均的な排出量は有料化導入前まで近似した動きを示していたが、統計的にもトリ

ートメントグループとコントロールグループで導入前には有意な差がないことが示さ

れた。よって平行トレンド仮説は妥当であると判断するのが妥当であろう。 

 

2.5.おわりに 

 

 本章では、市町村パネルデータを用いて、大阪における粗大ごみの有料化が粗大ご

みの排出量に与える影響を分析した。有料制と無料収集の自治体が府内に併存し、導

入時期に差異があることを活用し、差分の差推計分析を行った。有料化状況を代理す

る変数として粗大ごみ１㎏当たり排出手数料と収集手数料の最小価格用いた。推計の

結果、有料化が、粗大ごみの排出量を有意に低下させることが示された。価格弾力性

は約－0.3 となった。また、有料化導入前に駆け込み排出と導入後のリバウンドが起こ

っていることが確認された。 

本章の分析は、粗大ごみの排出量に対して有料化は強く影響していることを示した。

しかし、これをもって有料化は成功であったと単純に解釈できない。減ったごみはリ

バウンドという形で排出のタイミングを変えて排出されたのかもしれず、また、不法

投棄されたのかもしれない。このため、より正確に有料化の効果を理解するためには、

今後、どのような代替効果がとられたか分析する必要がある。また、結果の外挿性を

検討するためにも、全国市区町村の価格データを収集し、粗大ごみの価格弾力性を測

定することも今後の課題としたい。さらに粗大ごみの価格として、本章では任意の 3

品目を廃棄することを想定しその 1kg 当たりの価格を用い、単一の粗大ごみを排出す

る際にかかる最小価格を頑強性チェックのために用いたが、別の品目バスケットを設

定したり、品目の数を増やしたりして、より現実に近い粗大ごみの価格に関する指標
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を作成することは今後の課題である。品目による排出量に基づき手数料を按分する定

式化も一考である。これらの分析が進むことで、ごみの減量のためにどのような政策

が効果的であるかが明確になり、持続可能な廃棄物政策を考えるためのエビデンスを

提供できるであろう。 

 

 

図 2－1  一人当たり粗大ごみ排出量の推移 

 

出所）一般廃棄物処理事業実態調査より作成。 
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表 2－1 データの出所と変数の作成方法 

変数名 単位 作成方法 出所 

一人当たり粗大ごみ排出量 ㎏ 粗大ごみ収集量 

／計画収集人口 

『一般廃棄物処理実態調査』 

一人当たり事業系ごみ排出量 ㎏ 事業系ごみ収集量 

／計画収集人口 

『一般廃棄物処理実態調査』 

手数料の最小価格 円 手数料の最小価格 『各市町村ホームページ』 

昼間人口比率 ％  『国勢調査（1995、2000、2005、2010、

2015）』 

平均世帯人員 人 総人口／世帯数 『住民基本台帳に基づく人口、人口動

態及び世帯数調査』 

一人当たり所得 円 課税対象所得 

／人口 

『市町村課税状況等の調』 

出所）一般廃棄物処理実態調査、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

国勢調査、市町村課税状況等の調より作成。 

 

 

 

表 2－2 記述統計 

変数名 観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値 

一人当たり粗大ごみ排出量(kg） 672 16.220 12.551 0 49.819 

一人当たり事業系ごみ排出量(kg） 672 115.480 76.385 4.245 449.964 

一人当たり所得（千円） 672 1404.398 212.978 979.533 2142.67 

平均世帯人員（人） 672 2.566 0. 245 1.929 3.429 

昼間人口比率（％） 672 90.607 12.763 62.278 143.303 

手数料の最低価格（円） 672 175.388 477.016 0 3000 

1kg当たり排出手数料（円） 672 6.099 9.861 0 35.714 

駆け込み排出ダミー1 672 0.032 0.178 0 1 

駆け込み排出ダミー2 672 0.032 0.178 0 1 

1年後ダミー 672 0.031 0.174 0 1 

2年後ダミー 672 0.031 0.174 0 1 

3年後ダミー 672 0.031 0.174 0 1 

出所）一般廃棄物処理実態調査、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査

国勢調査、国勢調査、市町村課税状況等の調より作成.。 
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表 2－3 ｔ検定の結果 

 コントロールグループ平均 トリートメントグループ平均 t 値 

昼間人口比率 90.675 

（0.601） 

90.452 

（0.854） 

0.209 

[0.834] 

平均世帯人員 2.612 

（0.011） 

2.462 

（0.014） 

7.585 

[0.000] 

一人当たり所得 1432.27 

（9.317） 

1341.34 

（15.724） 

5.201 

[0.000] 

注）丸括弧の内は標準偏差、角括弧の中は P 値である。 
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表 2－4 DID 分析による推計結果（モデル 1～モデル 3） 

 モデル 1 モデル 2.1 モデル 2.2 モデル 3 

被説明変数 一人当たり粗大 一人当たり粗大 

粗大ごみ 

一人当たり粗大 一人当たり粗大 

粗大ごみ  ごみ（対数） ごみ（対数） ごみ（対数） ごみ（対数） 

説明変数     

1kg 当たり手数料 

（対数） 

-0.307 ** 

 

 

（） 

-0.345** -0.325** -0.393** 

（対数） (5.12) (5.61) (5.59) (6.05) 

昼間人口比率（％） 0.018 0.016 0.019 0.015 

 (0.49) (0.46) 

 

(0.54) (0.43) 

平均世帯人員（人） 1.491 

 

1.346 

 

1.366 1.241 

 (1.76) (1.64) (1.67) (1.58) 

一人当たり所得(千円) -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

 (1.54) (0.93) (0.83) (0.55) 

駆け込み排出ダミー1  0.589**  0.683** 

  (3.83)  (3.75) 

駆け込み排出ダミー2   0.755**  

   (5.39) 

 

 

1 年後ダミー    0.407** 

 

 

   (4.06) 

2 年後ダミー    0.175 

  

 

  (1.22) 

3 年後ダミー    0.134 

    (1.10) 

年度ダミー あり あり あり あり 

定数項 -0.558 -0.883 -1.316 -1.097 

 (0.10) 

 

(0.17) (0.26) 

 

(0.22) 

R-squared 0.54 0.57 0.58 0.57 

サンプルサイズ 672 672 672 672 

注）1）括弧内の数値は標準誤差である。 

2）**,*はそれぞれ有意水準 1％、5％水準で有意であることを表す。 
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表 2－5 DID 分析による推計結果（モデル 4～モデル 7） 

 モデル 4 モデル 5 モデル 6 モデル 7 

被説明変数 一人当たり事

業系 

一人当たり粗大 

粗大ごみ 

一人当たり粗大 一人当たり粗大 

 

系 

ごみ（対数） 

 ごみ（対数） ごみ（対数） ごみ（対数） ごみ（対数） 

説明変数     

1kg 当たり手数料 

（対数） 

0.036 

 

（） 

 -0.319** -0.334** 

（対数） (1.02）  (5.27) (6.31) 

最小価格  -0.176**   

（対数）  (5.85)   

昼間人口比率 0.018 0.012 0.017 0.015 

（％） (1.21) (0.36) 

 

(0.46) (0.49) 

平均世帯人員 -0.963* 

 

1.126 

 

1.487 1.819 

（人） (1.46) (1.42) (1.74) (1.73) 

一人当たり所得 0.001 -0.001 -0.002 -0.001 

(千円)   (1.58) (1.11) (1.60) (1.31) 

駆け込み排出ダミー

1 

 0.605**   

  (3.87)   

導入前ダミー   -0.210  

   (1.47)  

年度ダミー    あり あり   あり あり 

定数項 -3.533 -0.207 -0.375 -1.733 

 (1.30) 

 

(0.04) (0.07) (0.33) 

R-squared 0.07 0.57 0.54 0.62 

サンプルサイズ 672 672 672 640 

          
          注）1）括弧内の数値は標準誤差である。 

2）**,*はそれぞれ有意水準 1％、5％水準で有意であることを表す。 

3）モデル 7 で使用する平均世帯人員と一人当たり所得は対数変換したものを使用した。 
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表 2－6 有料化導入時期 

市町村 導入年 月  市町村 導入年 月 

八尾市 2013 
 

 羽曳野市 未導入 
 

大阪市 2006 
 

 門真市 2008 4 

岸和田市 2002 
 

 摂津市 未導入 
 

豊中市 2006 10  高石市 2007 1 

池田市 2006 
 

 藤井寺市 未導入 
 

吹田市 未導入 
 

 東大阪市 未導入 
 

泉大津市 2004 
 

 泉南市 2008 4 

高槻市 未導入 
 

 四条畷市 未導入 
 

貝塚市 2002 12  交野市 未導入 
 

守口市 2007 12  大阪狭山市 1997 2 

枚方市 2002 4  阪南市 2008 4 

茨木市 未導入 
 

 島本町 1978 6 

泉佐野市 2006 4  豊能町 2011 4 

富田林市 1997 2  能勢町 2003 10 

寝屋川市 1979 9  忠岡町 2007 10 

河内長野市 1997 2  熊取町 2007 10 

松原市 未導入 
 

 田尻町 2006 7 

大東市 未導入 
 

 岬町 2008 4 

和泉市 2005 10  太子町 1997 2 

箕面市 2003 10  河南町 1997 2 

柏原市 未導入 
 

 千早赤阪村 1997 2 

出所）筆者作成。 
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3.一般廃棄物処理事業に関する効率性分析 

3.1.はじめに 

 

現在、国や地方の財政状況は未曽有の危機に直面している。これは、行政による事業

は、市場における規律付けが弱いため、非効率になる傾向にあるためである。そのため、

行政の無駄を省き、事業の効率化を図ることは必要不可欠である。具体的な方策として、

民間委託、PFI、指定管理者制度といったNPM（New Public Management）が近年注

目されている。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によれば、一般廃棄物の収集・

運搬および処分は市町村に処理責任があるとされており、市町村自らが行うのが原則で

ある。特に、事業の効率化という点において市町村の裁量の大きい事業であるといえる。

たとえば、同程度の人口規模であっても、自治体の保有する焼却施設の1日の処理能力

には違いがある。これは単に、市町村の規模に対して不相応の施設を建設しているとい

うことではなく、廃棄物処理において中間処理（直接焼却）にどの程度頼っているかに

も依存する。直接焼却率は地域によって差がある。寺西（2007）によれば、1997年に

おいて大阪府の直接焼却率は89.5％であるのに対し、北海道は最も低く48.4％である。

つまり、自治体の保有する焼却施設の１日の処理能力は、市町村それぞれ固有の決定に

基づくもので、これだけでは効率性の判断を行うことはできない。また焼却方法もガス

化溶融方式やストーカ方式等いくつかの方法がある。さらに自治体によっては一般廃棄

物処理事業の一部を民間委託している例も多く、またその割合も自治体によって多様で

ある。 

一方、費用削減や効率化のために、環境省から平成 19 年 6 月に「一般廃棄物会計基

準」が出されるなど、政府による取り組みも進められてきている。その中で減価償却

費の計算方法について統一的な指標作りがなされた。これは、まさに、一般廃棄物の

処理に関する事業の効率化を図る重要性が認識され始めたということである。 

 以上から、市町村の一般廃棄物処理事業の効率性を分析することは非常に重要である

と言えよう。本稿は以下のように展開される。第2節で先行研究を概観しつつ本章の貢

献を述べる。第3節で分析手法、モデルの特定化、ならびにデータを説明する。第4節で

分析結果を議論し、第5節で結論と今後の課題を述べる。 

 

3.2.先行研究 

 

一般廃棄物処理事業の効率性を評価する試みは少なからず蓄積されてきた。効率性

の評価にあたっては、ノンパラメトリックの分析手法として包絡線分析（Data 
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Envelopment Analysis,以下 DEA）とパラメトリックの分析手法として確率フロンテ

ィア分析（Stochastic Frontier Analysis,以下 SFA）があげられる。 

DEA で推計を行った研究は、Marques and Simoes（2009）、根本・尾関（2006）、

川本・井村・森杉（2005）、Worthington and Dollery（2001）等がある。Marques and 

simoes（2009）はポルトガルの 29 事業所を対象とし、DEA を用いて廃棄物処理にお

ける効率性を測定した。その結果、29 事業所のうち 2 事業所が効率的であるというこ

とがわかった。根本・尾関（2006）は、105 組合を対象に効率性の推計を行っている。

効率性の評価基準としての包括的な効率性評価のための手法として、Varian（1984）

によって紹介された、NPA （Non-parametric analysis 手法）と DEA による適用可

能性を見ている。その結果、DEA は NPA より非効率性を過小評価する傾向があると

いう結果になった。川本・井村・森杉（2005）は都道府県を対象に効率性の年度間の

比較を行っている。対象期間である 4 年を通じて効率的であると判断されたのは 14

都道府県であった。Worthington and Dollery（2001）はオーストラリアの 103 事業

所を対象として DEA で効率性の推計を行っている。Technical Efficiency を推計した

上で、 Pure Technical Efficiency と Scale Efficiency に分けて推計し、どの分析結果

においても過半数の事業所が非効率であるという結果を得ている。DEA を用いたアプ

ローチは推計する関数形を設定する必要がないというメリットがある。一方でこの方

法では統計的な検定を行うことはできない。 

そこで、統計的な検定ができ、また、効率性の有無についての統計的な検定も可能

な SFA を用いたアプローチによる研究も蓄積されてきた。根本・小澤（2007）は生産

関数を仮定して分析を行い、非効率性が存在するとの結果を得ている。具体的には、

2002 年の 105 の廃棄物処理組合のクロスセクションデータを用いて、ベイズ・アプロ

ーチの Markov Chain Monte Carlo（MCMC）法を使って計測した効率性の結果と最

尤法で推計した結果との比較を行っている。 

一方、中村（2009）は費用関数を仮定して分析を行い、非効率性が存在しないとの

結果を得ている。具体的には一人あたり処理維持費、一人あたり収集・運搬費、一人

あたり中間・最終処分費をそれぞれ被説明変数として用いている。説明変数としては、

産出量として一人あたり生活系（事業系）ごみ搬入量を用いている。また、生産要素

価格の代理変数として人口あたりの一般職（技術職）の職員数、人口あたりの（直営・

委託・許可）収集・運搬車（船）の重量を用いている。さらに、地域特性をあらわす

変数として、計画収集人口、総面積を用いている。このような被説明変数、説明変数

を用いた費用関数を推計した結果非効率性が存在しないとの結果を得ているが、確か

に、賃金に関するデータは比較的容易であるものの、資本財価格に関するデータは入

手可能ではない。そのため焼却施設が自治体の裁量によって選択されており効率性の

重要な視点であるにもかかわらず、これまで明示的にとらえられてこなかった。そも

そも、費用最小化問題から導出される費用関数は、賃金と資本財価格といった生産要
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素価格を説明変数とするのが適切である。中村（2009）の説明変数である人口あたり

の職員数、人口あたり収集・運搬車（船）重量は、価格ではなく物量であり、費用関

数としては必ずしも十分であるとはいえない。 

本章では費用関数を仮定し SFA で効率性の分析を行うが、先行研究にはない貢献は

2 点ある。1 点目は説明変数の中に生産要素の代理変数として資本財価格を入れたこと

である。そして 2 点目は、要因分析を行い、補助金と収集業務を委託などの影響を検

証したことである。焼却施設の資本財価格を生産要素の一つとして用いたが、焼却施

設を用いた理由は、「一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成 18 年度実績）について」

によると直接焼却率はごみの総処理量の 77.7%であり、生産要素の中で焼却施設の占

める役割は大きいからである。このため特に日本の一般廃棄物処理事業の分析におい

ては重要であると考えた。しかし資本財価格のデータは入手できないため、資本財価

格の作成を試みた。具体的には環境省「廃棄物処理施設設置費用調査結果」の焼却施

設の建設費の処理 1 トンあたりの単価のデータや環境省「一般廃棄物処理事業実態調

査」の市町村別の炉のタイプと処理量、処理能力、使用開始年等のデータを用いて、

資本減耗に一定の仮定をおくことで、市町村別の資本価格を求めた。これにより先行

研究で用いられてこなかった資本財価格を分析にとりいれた。 

 

3.3.実証分析 

3.3.1.分析手法 

 

 SFAは費用関数もしくは生産関数の効率性フロンティアからの乖離を非効率性の指

標とする分析手法である。フロンティア関数を費用関数で定義すると(1)式のようにな

る。なお費用関数はコブ・ダグラス型を仮定する。 

 

𝐶𝑖 = 𝑐(𝑌𝑖 , 𝑃𝑘𝑖, 𝑊𝑖; 𝛼)𝑒𝑥𝑝(𝑣𝑖 + 𝑢𝑖)    𝑢𝑖 ≥ 0      (1) 

𝐶𝑖：費用， 𝑌𝑖：産出量， 𝑃𝑘𝑖：生産要素価格（資本財価格）， 𝑊𝑖： 生産要素価格（賃金） 

𝛼：パラメータ，𝑣𝑖：通常の誤差項で𝑁(0, 𝜎𝑣
2)，𝑢𝑖：非効率性を表す指標で|𝑁(0, 𝜎𝑢

2)| 

 

ここで、𝜎2 = 𝜎𝑣
2 + 𝜎𝑢

2   𝛾 = 𝜎𝑢
2/𝜎2として、誤差項の同時密度関数から尤度関数を特

定化し、パラメータ𝜎2、𝛾、𝛼を推定する。そして、その最尤推定量から、(2)式の非効

率性指標を求めれば、供給主体別の非効率性を得られる。 

 

𝑇𝐸𝑖 = 𝐸⟨𝑒𝑥𝑝(𝑢𝑖)|𝑢𝑖 + 𝑣𝑖⟩  1≤ 𝑇𝐸𝑖 ≤ ∞          (2) 
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 また、費用最小化を阻害している要因を検証するためにSFAの推定を行っている先行

研究においては、第1段階でSFAの推定により非効率を計測し、第2段階で、その非効率

性を被説明変数として、非効率要因を検証するという手法を用いている。しかし、

Kumbhakar Gosh and Mcguckin（1991）、Reifschneider and Stevenson（1991）で

指摘されているように、先述の2段階の推定による非効率性の要因分析は、非効率性の

分布に関する仮定に矛盾が生じている。このことに対処するため、本稿では、Battese 

and Coelli（1995）によって提案された分析手法を用いる。それは、非効率性𝑢𝑖を、独

立に分布する非負の確率変数であると仮定し、|𝑁(𝑚𝑖 , 𝜎𝑢
2)|と定義する。その分布の平均

値𝑚𝑖は、(3)式のように供給主体別の非効率性の要因𝑥𝑖に依存すると想定する。𝛽はパラ

メータである。そこで非効率性𝑢𝑖は(4)式のように表される。誤差項である𝜂𝑖は、

𝜂𝑖 ≥ −𝑥𝑖𝛽を満たす切断正規分布𝑁(0, 𝜎𝑢
2)であると定義される。この仮定は𝑢𝑖の定義であ

る|𝑁(𝑚𝑖, 𝜎𝑢
2)|と矛盾しない。 

 

𝑚𝑖 = 𝑥𝑖𝛽                                   (3) 

 

𝑢𝑖 = 𝑥𝑖𝛽 + 𝜂𝑖                             (4) 

 

 

3.3.2 モデルの特定化 

 

費用関数を推定するために、産出量と生産要素価格が必要である。費用最小化を前

提とした費用関数を仮定する。 

 

𝑚𝑖𝑛𝐾𝑡,𝐿𝑡
         𝐶ｔ＝𝑃𝑘𝑡 {𝐾ｔ − (１ − 𝛿)𝐾ｔ−１} + 𝑊𝑡𝐿𝑡         (5-1) 

 s.t.          �̅�𝑡 = 𝑓(𝐾𝑡, 𝐿𝑡)                               (5-2) 

ただし、本章では一般廃棄物処理事業における産出量とは処理量であると考え、産出

量を�̅�とする。t 期の総コストを𝐶𝑡とし、産出量(処理量)を�̅�𝑡、賃金を𝑊𝑡、資本財価格を

𝑃𝑘𝑡、資本ストックを𝐾𝑡、労働を𝐿𝑡、減耗率をδとする。あるｔ期において、各自治体が

それぞれ費用最小化問題を解くと考える。このもとで、費用関数は式のように求められ

る。 

 

𝐶𝑡 = 𝐶(�̅�𝑡 , 𝑃𝑘𝑡, 𝑊𝑡)        (6) 

 

よって本章では、被説明変数として総費用、説明変数として処理量、賃金、資本財価



48 

格を分析に用いる。また、コブ・ダグラス型費用関数を用いる。式(6)に対数を付ける

と、以下に示すような式になる。 

 

   𝑙𝑛 𝐶𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑙𝑛 �̅�𝑖 + 𝛼2 𝑙𝑛 𝑃𝑘𝑡 + 𝛼3 𝑙𝑛 𝑊𝑖 + 𝑢𝑖 + 𝑣𝑖           (7) 

 

 𝑚𝑖= 𝛽1𝑖𝑡𝑎𝑘𝑢 + 𝛽2ℎ𝑜𝑗𝑜                                      (8) 

 

𝑢𝑖: 非効率項, 𝑢𝑖~𝑁+(𝑚𝑖, 𝜎2)  

𝑣𝑖: 通常の誤差項、𝑣𝑖～𝑁（0, 𝜎2) 

 

また、𝛼0は定数項で、𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, 𝛽1, 𝛽2は係数、添え字 𝑖 は自治体とする。 

𝑃𝑘は資本財価格である。資本財価格には様々な定式化が考えられるが、本章では 6

の定式化により頑強性を考慮する。定式化については次節に詳述した。 

本章では非効率がみとめられたため、民間委託と補助金のデータを用いて同時に要

因分析を行う。次に要因分析のデータの説明を行う。岩田（2009）によると、収集業

務の民間委託はコストを下げることが 2006 年度のデータによって確認されている。

また、直営と委託で差がある理由について坂田（2006）のなかで、次にあげる 2 点の

指摘がある。1 点目は、収集車 1 台当たりの乗車人員について、直営が委託より約 3

割多いことである。2 点目は、稼働時間と１台当たりの積載量が少ないことであると

されている。 

三木（2003）では、収集以外（中間処理（焼却）・最終処分（埋立））の民間委託が

難しい理由として次の３点が挙げられている。1 点目として、水準の高い安全対策は

かなり高額の施設が必要であるため、民間には難しい。2 点目としては、採算が合わ

ないということ。1 点目に挙げた高額の施設は維持費も高額で、管理するためには技

術者が必要となる。このため採算が合わない可能性が懸念される。3 点目として、住

民との協調が難しいということが考えられる。ごみの焼却施設は「迷惑施設」である。

そのため、民間企業が近隣の住民を説得し、土地を確保し、円滑に施設を運営してい

くことは難しい。このように収集業務以外の民間委託は難しいとされていながら実際

に中間処理や最終処分の民間委託をおこなっている市町村は存在している。ただし、

最終処分の委託費は 0％程度という市町村がほとんどであり、三木（2003）で指摘さ

れていたように収集以外の処理の民間委託は難しいということがうかがえる。 

そのため本章ではごみ収集業務の民間委託が効率性にどのような影響を与えている

かを分析する。委託費のなかの収集費を総コストで割って、総コストに占める委託費

率（収集）を説明変数のひとつとして、分析を行った。収集以外の業務を委託してい

る市町村も認められたため、中間処理と最終処分の委託費の合計が総コストに占める

割合も、説明変数（委託費率（収集以外））として推計を行ったがどのモデルにおいて
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も有意にならなかったためこの変数は推計から外した。 

山下・赤井・佐藤（2002）によると、自治体の多くは国からの補助金によって直面

する予算制約はソフトになる。その結果、市町村は費用削減のインセンティブが阻害

され、結果として非効率が発生するという。たとえば、北海道の石狩市は、処理能力

が 1 日当たり 180 トンの焼却処理施設を持っていながら、実際の 1 日当たりの処理量

は 9.7 トンである。一方、静岡県の富士市は処理能力が 1 日当たり 300 トンの焼却処

理施設を持っていて、1 日当たりの処理量は 277.8 トンである。さらに補助率（総コ

ストに占める補助金の割合）は、石狩市はおよそ 18.79％で、富士市はおよそ 5.27%

で、補助率は石狩市と比較すると少なく、富士市は効率的にみえる。しかし全体にお

いても同様のことが言えるかということは、このような比較だけではわからない。そ

こで、補助金によって非効率にはなっていないかということを確認するために補助金

の総コストに占める割合も補助率という変数として採用する。 

 

3.3.3 データの説明 

 

一般廃棄物処理事業の 2006 年の日本の市町村のクロスセクションデータのうち、

組合分担金が 0 である 409 市町村のデータを用いる。 

被説明変数である総費用は、建設改良費 （工事費+調査費）（組合分担金を除く）と 

処理及び維持管理費 （人件費、処理費、車両購入費、委託費、調査研究費の合計）（組

合分担金を除く）とその他との合計額である。また、アウトプットとして一年間の総

処理量を使用した。 

賃金は人件費を職員数（一般職+技術職）で割った。人件費には非正規雇用の人の人

件費が入っているにもかかわらず、総職員数には非正規雇用の人の人数が入っていな

い事業主体があるために、バイアスがかかっている可能性がある。しかし、費用関数

を推計するために、賃金の変数は必要であるので使用した。ただし、賃金が 100 万円

以下になっているものと 3000 万円以上になっているものはデータから除いた。 

資本財価格の計算に用いたデータは、使用年数、（焼却施設の）処理能力、処理量（焼

却量）、処理量 1 トンあたりの単価（廃棄物処理施設設置費用）である。計算方法につ

いては補論に詳述し具体例も示した。まず、焼却施設の資本価格はデータとして存在

しないため、処理量 1 トンあたりの単価（施設設置費用）に処理能力をかけて、当該

焼却施設の取得価格とした。使用期間中の減耗率が一定だと仮定し、取得価格を減価

償却後の価値に換算した。それに減耗率をかけて、「定率法で計算した 1 年間の資本の

減耗額」とした。この「1 年間の資本の減耗額」を処理能力で割った値を資本財価格𝑃1と

した。また、この「1 年間の資本の減耗額」を処理量で割った値を資本財価格𝑃2とし

た。 
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次に、減耗による減価を考慮しない定式化では、取得価格を処理能力で割った値を

資本財価格𝑃3、処理量で割った値を資本財価格𝑃4とした。 

最後に、定額法に従って減耗する定式化においては、取得価格を耐用年数と処理能

力の積で割った値を資本財価格𝑃5とした。同様に、取得価格を耐用年数と処理量の積

で割った値を資本財価格𝑃6とした。表 3－1 に以上をまとめた定式化の一覧を示す。 

 

表3－1 資本財価格の定式化一覧 

 資本財価格(𝑃𝑘) 

モデル1 (𝑃1)定率法で計算した1年間の資本の減耗額を処理能力で測った 

資本財価格 

モデル2 (𝑃2)定率法で計算した1年間の資本の減耗額を処理量で測った資本財価格 

モデル3 (𝑃3)減耗を考えない資本価格を処理能力で測った資本財価格 

モデル4 (𝑃4)減耗を考えない資本価格を処理量で測った資本財価格 

モデル5 (𝑃5)定額法で計算した1年間の資本の減耗額を処理能力で測った 

資本財価格 

モデル6 (𝑃6)定額法で計算した1年間の資本の減耗額を処理量で測った 

資本財価格 

 

データの出所は、すべて環境省の「一般廃棄物処理事業実態調査」及び「廃棄物処

理施設設置費用調査結果」である。 

総費用のデータとして、『建設改良費（工事費+調査費）（組合分担金を除く）+ 処

理及び維持管理費（人件費+処理費+車両購入費+委託費+調査研究費）（組合分担金を

除く）+その他』、アウトプットのデータとして『処理量（直接焼却量＋焼却以外の中

間処理量+直接最終処分量+直接資源化量）』は、環境省の「一般廃棄物処理事業実態

調査」から用いた。 

資本財価格は、以下のデータを用いて計算した。使用年数、処理能力は、環境省の

「一般廃棄物処理事業実態調査」から用いた。処理量 1 トンあたりの廃棄物処理施設

の設置費用の単価は「廃棄物処理施設設置費用調査結果」の「平成 13 年度ごみ焼却施

設入札状況調査」から得た。また、「廃棄物処理施設設置費用調査結果」については、

平成 13 年度のごみ焼却施設入札状況調査結果しか公表されていない。よってこのデー

タをすべての年度のごみ焼却施設の入札額とみなし、推計に用いた。人件費と職員数

（一般職+技術職）は環境省「一般廃棄物処理事業実態調査」から用い、人件費を職員

数で割って賃金のデータとした。表 3－2 に記述統計を示した。 
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表3－2 記述統計 

変数 定義 観察数 平均 標準誤差 最小 最大 

総費用 

(万円) 
1年間の総費用 409 16526 436387 159 4890000 

処理量 

（トン） 

1年間の総処理量 409 
46763.7 122878.4 31 1599495 

賃金(万円) 人件費/総職員数 409 679 268 112 2065 

𝑃1(万円) モデル1の資本財価格

（＊） 

409 0. 59 0. 88 0. 04 16.15 

𝑃2(万円) モデル2の資本財価格

（＊） 

409 1.2 1.7 0 15.9 

𝑃3(万円) モデル3の資本財価格

（＊） 
409 1167480 2736555 279 32706000 

𝑃4(万円) モデル4の資本財価格

（＊） 
409 21 837 0 9670 

𝑃5(万円) モデル5の資本財価格

（＊） 

409 28475 66745 6.8 797707 

𝑃6(万円) モデル6の資本財価格

（＊） 

409 5. 2 20.4 0 23.6 

補助率（％） 補助金 / 総費用 409 8.8 14.7 0 91.7 

委託率 

（収集） 

委託費（収集） 

/ 総費用 

409 
19.8242 15.20133 0 100 

委託率 

（収集以外） 

委託費（収集以外） 

/ 総費用 

409 
24.82 17.38735 0 83.08423 

注）（ ∗ ）P1、P2、P3、P4、P5、P6の定義については表3－1と本文を参照。 

 

3.4.推計結果 

 

 まず、減耗を考慮しない資本財価格の定式化であるが、モデル3とモデル4ともに資

本財価格の係数は10％の水準においても統計的に有意でない（補論、表3－6）。測定誤

差の影響が想定されるため、摩耗を考慮する必要があることが考えられる。また、定額

法を用いた定式化のモデル5とモデル6でも資本財価格の係数は統計的に有意でないこ

とから、これらの定式化でも測定誤差が窺がわれる（補論、表3－7）。 

 定率法を用いて得た資本財価格を変数としたモデル1とモデル2においてのみ、すべて

の変数において有意な結果が得られ、両モデルにおいて非効率が認められた（表3－3）。
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推計結果をまとめると、資本財価格は総コストに正に有意の影響を与える。アウトプッ

トの係数は有意にプラスとなっており、処理量が多い市町村ほど総コストがかかる。賃

金も総コストに有意にプラスの影響を与える。 

委託率（収集）については非効率性に有意にマイナスの影響を与えているという結果

を得た。収集業務を民間委託することは、非効率性を減少させる。つまり、収集業務を

民間委託することで、より効率的な運営ができる傾向にあるということが分かった。補

助率に関しては、どのモデルにおいても係数が有意にプラスという結果になった。これ

は一般廃棄物処理事業に関して補助金が多いほど非効率な事業運営になってしまうこ

とを示唆している。ただし、補助金が赤字を補てんするタイプであれば非効率の原因を

ソフトな予算制約問題であると理論的に予見することができるが、この場合、環境庁の

説明によると補助金の内訳の多くは建設費である。補助金の内訳の詳細についての資料

がないこともあり、補助金との因果関係には留意が必要である。 

 

表3－3 モデル1とモデル2の推計結果 

ln（総コスト) モデル1 モデル2 

ln（資本財価格） 
0.046** 

（0.022） 

0.117*** 

（0.028） 

ln(アウトプット) 
0.850*** 

（0.016） 

0.831*** 

（0.015） 

ln(賃金) 
0.091* 

（0.050） 

0.100** 

（0.048） 

定数項 
3.626*** 

（0.471） 

4.797*** 

（0.419） 

補助率 
1.05E-09***   

（2.82e-10） 

9.82E-10***  

( 2.66e-10) 

委託費率(収集) 
-0.027**   

（0.013） 

-0.024* 

(0.013) 

𝜎𝑢
2 

0.376*** 

（0.104） 

0.326***    

(0.091) 

𝜎𝑢
𝜎𝑣

⁄  
0.830*** 

（0.047） 

0.807***  

(0.052) 

注）*,**,***は有意水準の10％、5％、1％、括弧内は標準誤差を表す。 
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3.5.おわりに 

 

本章は、わが国の一般廃棄物処理事業における効率性をSFAで検証した。2008年の

521市町村の横断面データを用い、資本財価格の定式化に留意しながら分析した。SFA

により非効率は有意に検出されたため、2008年における一般廃棄物処理事業には効率

化に向けて改善の余地があったことが分かった。非効率性の要因分析を行った結果、収

集業務の民間委託は非効率性を減少させることが分かった。つまり、収集業務を民間委

託することで、より効率的な運営ができる傾向にあるといえる。 

今後の課題として、中間処理施設の他の資本財についても考えてみる必要があると考

えている。ごみの収集や運搬などに使用される収集運搬車等の資本財価格も説明変数と

して加えるべきかもしれないが、収集運搬車に関しては車両の重量と台数のデータしか

入手できない。本章では収集運搬車の地域間価格差が少ないと想定のもと収集運搬車の

資本財価格は考慮していないが、これらの資本財価格を取り入れることができればより

現実的なモデルとなるであろう。また、本章の中心的な分析ではなかったが、補助金と

非効率性には相関関係があることが分かったが、補助金の内訳を特定し、因果関係を特

定することは本研究に残された課題である。 
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≪補論≫ 

補論１）市町村の人口規模と中間処理施設の処理能力 

以下に市町村の1日の処理能力別の表を作り、その市町村の1日の処理能力に該当する

表にその市町村名と人口規模を記す。その表から、市町村間に人口規模の相違があると

みられる。 

表3－4  市町村の人口規模と中間処理施設の処理能力 

【１日の処理能力が30トンの市

町村】 

都道府県 市町村 人口 

 新潟 見附市 ４万３４３３人 

 茨城 大子町 ２万２３５０人 

 高知 春野町 １万６３人 

【１日の処理能力が60トンの市

町村】 

秋田 男鹿市 ３万５１５０人 

 秋田 にかほ市 ２万９３６０人 

 徳島 鳴門市 ６万４２２５人 

【１日の処理能力が90トンの市

町村】 

大分 宇佐市 ６万２６３３人 

 福岡 飯塚市 １３万３９２１人 

 福岡 大川市 ３万９９８５人 

補論2）資本財価格の計算方法 

≪資本財価格≫ 

 まず、焼却施設の取得価格と現在価格を求める。 

取得価格（Ka）＝（平均入札額）×（処理能力） 

現在価格（Kb）=  I(t)＋（１－δ）K（t－1） 

ただし 

Ka：取得価格 、Kb：現在価格、δ：１年間の減耗率、 

I(t)：維持・改修費 （しかしこれはデータの制約上、未知である。） 

K（t－1）：1期前の焼却施設の価格 

そこで、減耗を考えない取得価格（Ka）を使う（過大評価）か、維持・改修費I(t)を

考えない（過小評価）のうち、どちらかを選択しなければならない。さらに維持・改修

費I(t)を考えない（過小評価）方法のなかに定額法と定率法の２通りの計算方法が考え

られる。 

定額法とは毎期、一定額だけ減耗していく様子をあらわした計算方法で、グラフにす
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ると右下がりの直線になる。1年あたりの減価償却費の計算方法は取得価格（Ka）を耐

用年数で割る。また、定額法においては次のことを参考にした。それは一般廃棄物会計

基準の中で、「最終処分場以外の事業用資産の減価償却費は、定額法で計算し、減価償

却対象資産の残存価額はゼロ円とする。」（出典：一般廃棄物会計基準）とある。この

ことから、定額法を減価償却費の計算に用いることも計算方法の候補のひとつとする。 

 

〈定額法の計算方法〉 

（市町村別の合計）1年あたりの減価償却費＝（取得価格－残存価格)/耐用年数 

〈定率法の計算方法〉 

定率法とは耐用年数（使い終わる年）の評価額を取得額の10％とおき、毎期の減耗率

が一定で、期を経るごとに減耗額が少なくなっていきながら減耗していく様子をあらわ

した計算方法である。グラフにすると原点に対して凸の形になる。フローの資本価格（１

年あたりの減価償却費）の計算方法は以下に記す。 

まず、減耗率δの計算方法を説明する。 

残存率10％（耐用年数41年後の評価額が取得額の10％になるという意味）であれば、 

(１－δ)
41
＝0.1 となり、これを計算すると、δ＝0.054613になる。よって（1－δ）＝

0.945387となる。   

現在価格＝取得価格 × （1－δ）
使用年数

 

（市町村別の合計）1年あたりの減耗額＝フローの資本価格＝（現在価格/1－δ）δ 

 

資本の利用量として考えられるのは処理能力と、処理量（焼却量）であるので資本財価

格は次の2つのケースが考えられる。 

 モデル１の資本財価格（処理能力で測った）＝
フローの資本価格

処理能力
 

 モデル２の資本財価格（処理量で測った） ＝
フローの資本価格

処理量
 

≪定率法や定額法の計算に用いる耐用年数について≫ 

耐用年数は、本来「想定耐用年数が不明な場合は、「減価償却資産の耐用年数等に関

する省令（昭和40年大蔵省令第15号）」に定める耐用年数を参考にする。」とあり、

これは炉の材質（たとえば、鉄筋コンクリート、金属、レンガなど）により、10年から

35年と様々である。しかし、それぞれの炉の材質についてのデータはない。このため、

「日本の社会資本」より「ごみ処理施設の耐用年数は平均15年」というデータを採用し

ようとしたが、実際には15年を優に超えている焼却炉は多く、25年で多くの焼却炉が

寿命を迎えている。また現在稼働している焼却炉のうち最も使用年数が長いもので41
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年である。これらのことをふまえ、本研究では41年と25年で分析した結果、ほぼ等し

い結果が得られたので、耐用年数41年として分析し、その結果を採用した。 

 

補論3）取得価格の計算方法 

焼却施設の建設費の処理 1 トンあたりの単価は環境省の「廃棄物処理施設設置費用

調査結果」の「平成 13 年度ごみ焼却施設入札状況調査」を用いている。 

環境省によると、平成13年度中に市町村が発注・契約した廃棄物処理施設（ごみ焼却

施設）であって、国庫補助を受けて整備（新設、更新）したものについて、都道府県を

通じて調査を実施している。「平成13年度ごみ焼却施設入札状況調査」として以下の表

のようになっている。ただし、沖縄県、離島における整備事業については、集計から除

外されている。 

 

 実際の計算例（旭川市） 

旭川市は持っている焼却施設は 1 つだけであるので、この施設の取得価格を求める

と、旭川市全体の取得価格となる。複数の焼却施設を持っている自治体はその施設ご

とに取得価格を計算し、その後単純合計で自治体の取得価格とする。 

 

（例）：旭川市 旭川市近文清掃工場の場合、処理能力は 280（トン/日）、処理方式

はストーカ方式で、使用開始年は 1996 である。さらに、処理 1 トンあたりの単価(ス

トーカ方式で、1 日あたり処理量が 200 トン以上であるので)は、55.5（単位：100 万

円）である。よって、取得価格は、（280×55.5＝15540）となる。 
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表 3－5 平成 13 年度ごみ焼却施設入札状況調査結果 

平成 13 年度ごみ焼却施設入札状況調査  

処理方式 
1 日あたりの処理量 

（処理量(t/日)×炉数） 
件 数 

処理量 1tあたりの単価（百万円） 

（約額（百万円）／処理量（t）） 

平均値 最低値 最高値 

ストーカ方式 

100t未満 (7) 4 (63.3) 86.4 47.3 139.2 

100t以上 200t未満 (8) 1 (57.4) 16.4 16.4 16.4 

200t以上 300t未満 (8) 1 (55.5) 68.4 68.4 68.4 

300t以上 (11) 1 (47.4) 30.3 30.3 30.3 

小計 (34) 7 (54.9) 65.8 16.4 139.2 

ガス化溶融方式 

100t未満 (5) 5 (63.3) 60.4 37.6 80.2 

100t以上  200t 未満 (19) 2 (54.3) 43.8 40.4 47.2 

200t以上  300t 未満 (7) 2 (48.2) 32 21.3 42.6 

 300t以上 (3) 0 (42.8) - - - 

小計 (34) 9 (53.4) 50.4 21.3 80.2 

その他 

100t未満 (2) - (29.1) - - - 

100t以上  200t 未満 (2) - (46.1) - - - 

200t以上  300t 未満 (1) - (28.7) - - - 

 300t以上 (3) - (42.7) - - - 

小計 (8) - (38.4) - - - 

全体 

100t未満 (14) 9 (58.4) 71.9 37.6 139.2 

100t以上  200t 未満 (29) 3 (54.6) 34.7 16.4 47.2 

200t以上  300t 未満 (16) 3 (50.6) 44.1 21.3 68.4 

 300t以上 (17) 1 (45.7) 30.3 30.3 30.3 

小計 (76) 16 (52.5) 57.1 16.4 139.2 

注）括弧内は、11 又は 12 年度中に市町村等が発注・契約した事業の数値を表わす。 

出所）環境省 
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補論４）モデル3,4,5,6のSFAの推計結果 

表3－6 減価償却を考えない資本財価格を変数としたSFAの結果 

説明変数 モデル3 モデル4 

ln資本財価格 
0.010 

（0.015） 

0.022 

（0.031） 

lnアウトプット 
0.852*** 

（0.016） 

0.827*** 

（0.032） 

ln賃金 
0.085* 

（0.050） 

0.076 

（0.048） 

定数項 
3.986*** 

（0.446） 

4. 298*** 

（0.422） 

補助率 

1.09E-09***   

(2.75E-10) 

1.10E-09*** 

(2.61E-10) 

委託費率(収集) 

-0.261** 

(0.013) 

-0.022** 

(0.012) 

𝜎𝑢
2 

0.362*** 

（0.101） 

0.330*** 

（0.090） 

σu
σv

⁄  
0.820*** 

（0.049） 

0.806*** 

（0.052） 

注）*,**,***は有意水準の10％、5％、1％、括弧内は標準誤差を表す。 
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表3－7 定額法を用いて計算した資本財価格を変数としたSFAの結果 

説明変数 モデル5 モデル6 

ln資本財価格 0.010 

（0.015） 

0.022 

（0.031） 

lnアウトプット 0.852*** 

（0.016） 

0.867*** 

（0.032） 

ln賃金 0.085* 

（0.050） 

0.076 

（0.048） 

定数項 3.947*** 

（0.470） 

4.214*** 

（0.403） 

補助率 1.09E-09*** 

(2.75e-10) 

1.10E-09*** 

(2.61e-10) 

委託費率(収集) -0.026** 

(0.013) 

-0.022* 

(0.012) 

𝜎𝑢
2 0.362*** 

（0.101） 

0.330*** 

（0.090） 
σu

σv
⁄  0.820*** 

（0.049） 

0.806*** 

（0.052） 

注）*,**,***は有意水準の10％、5％、1％、括弧内は標準誤差を表す。 
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第 4 章 

 

 

警察サービスの効率性とその要因に関する 

実証分析 
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4.1.はじめに 

 

 本章では、情報公開3が警察サービスの効率性を向上させるかどうかを、2001 年から

2006 年の都道府県データを用い、実証分析を行う。近年税収の減少により国、地方と

もに財源不足のため公債残高は増加傾向にあり、財政再建や効率的な財政運営が重要な

課題の一つである。また、公共部門の事業運営は競争にさらされていないため、民間部

門と比べて非効率になりやすい。そこで民間部門の経営理念や経営手法を公共部門に適

用し、そのマネジメント能力を高め、効率的で質の高い行政サービスを目指すという

NPM（ニュー・パブリック・マネジメント）に注目が集まっている。その前提として、

公共部門の説明責任が重要であり、情報公開条例は不可欠である。 

 しかし、情報公開条例が施行されているというだけでは、説明責任を通じた事業効率

性や費用削減に充分な効果を発揮するとはいえず、条例が施行されたら、職員の行動が

変化するとは限らない。例えば、情報公開条例がほとんどの都道府県で施行されていて

も捜査報償費の不正流用は複数の都道府県で起こっていた。また、捜査報償費の不正流

用の報道があった後、各都道府県で捜査報償費の減少が見られた。本章では、効率化を

達成するためには情報公開条例の施行だけでは不十分であり、実際に条例の活用があっ

てはじめて効果を発揮するという仮説を検証する。 

情報公開制度が行政活動の効率性に与える効果について研究した日本の研究は、赤

井・金坂（2005）と山下・赤井（2005）がある。赤井・金坂（2005）では、非効率の

指標として土地公社の不良資産を用い、情報公開の変数として情報公開が施行（公布）

された時期を表すダミー変数と情報公開施行（公布）後経過日数（対数）を用いて時間

を経るにしたがって情報公開が事業効率化に効果を発揮しているという結果を得てい

る。山下・赤井（2005）では一人当たり歳出総額を被説明変数とし、非効率値を計測

し、情報公開と政策評価の形態（制度の有無）との関係をみて、どの情報公開の形態が

効果的であるかを分析している。その結果政策評価の数値化といった行政内部から職員

の意識改革を喚起するタイプの制度が費用削減に影響を与えていることが分かった。 

どちらの先行研究も制度の有無に関するデータを用いて推計を行っているが、研究で

あるが、本章は実際に市民オンブズマンが情報公開請求をした結果（実際に情報公開請

求に対して情報を開示したか否か）を用いて分析する。また、先行研究と異なる点は警

察サービスという個別の事業に着目することである。個別の事業とその事業の情報開示

の結果に焦点を絞ることによって、より直接的な効果を測ることができる。 

情報公開条例は現在すべての都道府県において施行されており、知事部局・公安委員

                                                   
3情報公開に関する制度は、平成 13 年 4 月 1 日に施行された「行政機関の保有する情報の

公開に関する法律」、及び翌年 10 月に施行された「独立行政法人の保有する情報の公開に

関する法律」があるが、こうした国による取り組みよりも、早い時期に都道府県による情

報公開の条例制定があった。また、1982 年 4 月 1 日施行の「金山町情報公開条例」（山形

県）が情報公開に関する制度の導入として日本で最も歴史が長い。 
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会・警察本部・議会などの都道府県が保有する行政情報（文書など）の開示を請求する

ことができる。開示請求された行政文書は、法律に規定された不開示情報を除き、原則

として開示されることになっている。都道府県による情報公開条例の公布は、国によっ

て 2001 年に施行された「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」より早い時期

に行われたが、図 4－1 のように、2001 年の情報公開に関する法律の施行をさかいに警

察の捜査報償費に関する情報を公開する都道府県が飛躍的に増加した。 

しかし、「全国市民オンブズマン連絡会議」4によると、警察本部はほかの部局と比べ

て、詳細な情報公開を行わない。たとえば捜査に支障が出ることなどを理由に、捜査報

償費を日額ではなく月額か年額でしか公開しない。捜査報償費の不正流用が発覚以後、

全国的に捜査報償費は減少した。よって、警察サービスの情報公開と費用効率性の関係

を調べることは重要であると考える。 

本章では 2001 年から 2006 年の都道府県パネルデータを用いて費用非効率値を測定

した。その結果、費用非効率は存在し、最大 49％の非効率があることが分かった。さ

らに、非効率の要因も分析し、情報公開の効率化への影響も分析した。その結果、平均

的には何の相関関係もないという結果になった。そこで、分位点回帰モデルを用いて、

効率値の違いによって情報公開の効率性への効果をみると効率的なグループと非効率

なグループで異なる結果が得られた。 

本章の構成は以下のようになっている。まず、次の第 2 節で研究の背景として主に警

察の裏金問題について述べる。第 3 節で先行研究を概観し、第 4 節で推計手法の概要を

示し、第5節でデータの説明とモデルの定式化をする。第6節では推計結果の考察をし、

第 7 節に結論と今後の課題を述べる。 

 

 

  

                                                   
4全国市民オンブズマン連絡会議とは、主に「情報公開請求」と「住民訴訟」を通して、国

や地方公共団体などの不正行為を監視し、これを是正することを目的とする情報交換・経

験交流や共同研究等を行う団体である。 
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図 4－1 警察本部の捜査報償費の公開率 

 

出所）全国市民オンブズマン連絡会議のデータをもとに筆者作成 

 

4.2.背景 

 

本章では、2001 年度から 2006 年度までのデータを用いて実証分析を行うが、1999

年から 2000 年にかけて、警察をめぐる不祥事が続発し、これを受けて警察改革5が行わ

れた。しかし 2003 年にも捜査報賞費が不正に流用されていたという疑惑が報道された。

裏金問題疑惑の事実をすぐに認める警察本部は少なく、調査、不正事実の認知まで時間

がかかっている。たとえば北海道警察では 2003 年 11 月の発覚後、一旦全面否定し、

国家公安委員会は調査を行わず、住民の監査請求を棄却するなど、当初警察も公安委員

会も、情報公開を拒み不正を認めなかった。しかし北海道警察 OB の証言や警視庁から

の指導により翌年 4 月に不正事実を認めた。2003 年の北海道警の捜査報賞費が不正に

流用されていたという新聞報道6の後、他の都道府県の警察本部でも捜査報賞費の不正

流用が判明し、幹部らが懲戒処分を受けている。このほか同年、高知県警や愛媛県警、

福岡県警などででも警察の裏金問題が発覚している。 

                                                   
5 「平成 11 年から 12 年にかけて、警察をめぐる不祥事が続発し、国民の警察に対する信

頼が大きく失墜したことを受け、国家公安委員会の求めにより、平成 12 年 3 月、各界の有

識者を構成員とする「警察刷新会議」が発足しました。警察刷新会議においては、警察の

抱える問題点について、様々な角度から議論が行われ、計 11 回に及ぶ会議を経て、同年 7

月、「警察刷新に関する緊急提言」が国家公安委員会に提出されました。」 
6北海道では「旭川中央署が一九九五年と九七年に、捜査協力者への謝礼に充てたとする捜

査用「報償費」の一部が実際は協力者に渡っていなかった疑いが強いことが二十四日まで

に、道警の内部文書で明らかになった。北海道新聞社が調べたところ、支払先とされた計

三十六人のうち、当時、既に死亡していたり、受領を否定したりする事例が複数あり、少

なくとも計十人が報償費を受け取っていない可能性が高い。」（北海道新聞 2003 年 11 月 25

日） 
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さらに警察の裏金作りの温床になっていると指摘されている捜査費（国費）と捜査報

償費（都道府県費）について、2004 年度の執行額が北海道警などの裏金問題が発覚し

た前年度と比べ、全都道府県警で減少し、全国平均では 33％減少した7。執行総額は約

20 億円減の約 41 億円となった。警察改革があった 2000 年度以降、捜査費・捜査報償

費は毎年 20％前後減少し続けているが、2004 年度の減少率は過去 5 年間で最高。都道

府県別では、徳島県警が 66.7％減、愛媛県警が 65.1％減、島根県警は 59.1％減となっ

ており前年度比で半額以下になった県は 6 県に及んだ8。 

また、市民オンブズマンの情報公開請求によって、各都道府県警では不正支出分を認

め、約 14 億 3000 万円が返還される予定である。このように住民に情報が開示される

ことによって不正支出を減らすことを、これらのアネクドートは示唆する。しかし情報

開示と不正支出削減の因果関係を立証するには不十分であるため、以下では統計的な分

析を試みる。 

 

4.3.先行研究 

 

警察サービスの効率性を測定している研究は、そのほとんどが統計的検定のできない

包絡線分析法（Data Envelopment Analysis,以下、DEA と表記する。）を用いており、

統計的検定が可能な確率的フロンティア関数（Stoahastic Frontier Analysis,以下、SFA

と表記する。）を用いている研究は非常に少ない。 

DEA で警察サービスの効率性を測定している研究9として、イングランド、ウェール

ズ地方の 41 の警察隊を対象に行った Thanassoulis(1995)などがある。 

警察サービスの効率性について、SFA を用いて分析を行っている先行研究として、

宮良・福重（2002）がある。この研究では、1975 年度から 1999 年度を対象として DEA

と SFA で都道府県の警察における犯罪の検挙に関する効率性の評価をし、比較を行っ

ている。警察サービスのアウトプットとして検挙件数、インプットとして警察官の数を

用いている。さらに、防犯活動に重点を置くことよって検挙に充分な人員が割けず、検

挙の効率性が低くなってしまう可能性を考慮し、効率性の低い都道府県において刑法犯

認知件数が低い傾向が認められるか否かの回帰分析を行っているが、効率値の評価手法

によって結果が異なると結論づけられた。 

                                                   
7 2005 年 8 月 13 日、共同通信社の全国調査で分かった。 
8東京新聞 2005 年 8 月 14 日 
9 このほか、Carrinton, Puthucheary,Rose,&Yaisawarng(1997)は 1994 年から 1995 年の

オーストラリアのニューサウスウェールズ州を対象として測定を行い、Sun(2002)は台湾の

台北市にある 14の警察管区の 1994年から 1996年のデータを用いて測定し、Diez-Tico and 

Mancebon(2002)では 1995 年のスペインの地方警察のサンプルを用いて公衆安全と交通安

全に着目して分析している。またDrake and simper(2002,3003a,2003b,2004),Gorman and 

Ruggiero(2008)などがある。 
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情報公開と警察サービスの効率性の関係を検証している先行研究は私の知る限りで

は存在しない。また、情報公開の事業効率性に与える影響を検証している研究も非常に

少ない。情報公開や政策評価などによる透明性の確保が事業効率性に与える影響を検証

している研究として、山下・赤井（2005）と赤井・金坂（2005）がある。 

山下・赤井（2005）は確率的費用フロンティア関数を用いて、非効率性を評価し、

同時に非効率性の決定要因（透明性と事業効率性の関係）を検証している。被説明変数

を、一人当たり歳出総額、一人当たり経常経費、一人当たり投資的経費とした 3 パター

ンの推計を行っており、透明性の指標として、「住民以外の情報公開請求権」「議会の情

報公開制度」「監査委員への民間人登用」などは費用最小化に有意な影響を与えておら

ず、「バランスシートの独自帳簿作成」「行政コスト計算書の行政評価への反映」「重要

な政策において素案を住民に公表かつ行政評価を数値化」のような「政策評価の数値化

等を通じた行政内部からの職員の意識改革を喚起するタイプの制度が地方自治体の費

用最小化インセンティブに寄与している可能性が示された。」（山下・赤井，2005）と

結論付けている。 

赤井・金坂（2005）は、土地開発公社の不良資産を事業活動の非効率性を表す指標

としてとらえ、情報公開制度がこの指標に与えた影響を検証している。都市別のクロス

セクションデータを用いて最小二乗法で要因分析を行っている。その結果、情報公開制

度の導入直後は、不良資産率（及び土地の塩漬け率）に有意にマイナスの影響を与えな

いが、時間が経過するにつれて事業効率化に寄与するというということが分かった。 

 以上のように、透明性が自治体全体の財政運営の事業効率性に与える影響に関する研

究はあるが、個別の部局の透明性がその部局の運営効率性に与える影響を分析した研究

はない。すべての都道府県で情報公開条例が施行されているにもかかわらず、部局ごと

で情報公開の度合いが異なっており、さらに警察本部においては隠蔽体質であるといわ

れている。 

 

4.4.推計手法 

 

4.4.1.確率的フロンティア分析 

 

本章では、都道府県レベルのデータを用いて警察サービスの効率性の推計を行い、そ

のうえで測定した非効率の要因分析を行う。まず、供給主体別の非効率性を評価するた

めには、宮良・福重（2004）で議論されているように DEA と SFA がある。DEA はノ

ンパラメトリックな分析手法であり、統計的な検定ができない。誤差項を考慮しないた

め、確率的な誤差に左右されやすい反面、関数形や非効率性の分布の特定をしなくても

よいという利点もある。一方 SFA では、統計的検定が可能であり、確率的な変動と非

効率項を識別することが可能である。本章の目的は仮説検定に基づく統計的判断を行う
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ことであるのでここでは SFA を用いる。 

 表 4－3のモデル 1のSFAはAigner Lovell and Schmidt(1977)によって紹介された、

費用関数もしくは生産関数の効率性フロンティアからの乖離を非効率とするという手

法である。この効率性フロンティアからの乖離は非効率項𝑢𝑖と誤差項𝑣𝑖に分けられる。

本章ではフロンティア関数を次のように費用関数で定義する。 

C𝑖 = c(𝑦𝑖 , 𝑤𝑖; 𝛼) × 𝑒𝑥𝑝(𝑣𝑖 + 𝑢𝑖)  𝑢𝑖 ≥ 0                 (1) 

C𝑖 ; コスト 𝑦𝑖；アウトプット 𝑤𝑖; 賃金 𝛼; パラメータ 

𝑣𝑖; 誤差項 N (0,𝜎𝑣
2)  𝑢𝑖; 非効率項 𝑁+(0,𝜎𝑢

2) 

さらに、𝜎2=𝜎𝑣
2+𝜎𝑢

2  γ＝𝜎𝑢
2 𝜎2⁄ として、誤差項の同時密度関数から尤度関数を特定化

する。つまりパラメータ 𝜎2, γ, αを推計することになる。また、（2）のようにして供

給主体別の非効率性𝑇𝐸𝑖は求めることができる。 

𝑇𝐸𝑖 = 𝐸〈𝑒𝑥𝑝(𝑢𝑖)|𝑢𝑖 + 𝑣𝑖〉  1≤ 𝑇𝐸𝑖 ≤ ∞                  (2) 

 

4.4.2.費用非効率の要因分析 

 

費用非効率を発生させている要因分析には、Batetese and Coelli(1995)で提案されて

いる、SFA による効率性の推計とその要因分析を同時に推計する方法を用いる。SFA

で非効率性を推計し、その非効率値を被説明変数にして要因分析をするというような 2

段階で分析を行うと、Kumbhakar Ghosh and Mcguckin(1991)、Reifschneider and 

Stevenson(1991)が指摘するように、分布の仮定に矛盾が生じる｡なぜなら、SFA では

供給主体別の非効率性を独立に分布する確率変数と仮定しているが、要因分析において、

その非効率要因の分析を行うので、その分布が独立でないことを意味することになるか

らである｡この矛盾に対応するために、ここでは、表 4－3 のモデル 2 として、Battese 

and Coelli(1995)によって提案された方法を用いる。 

このモデルでは、非効率性𝑢𝑖を切断正規分布 i.i.d.𝑁+(𝜇𝑖, 𝜎𝑢
2)に従うランダム変数であ

ると仮定する。つまり（3）で表されているように、𝜇𝑖は、供給主体の効率性を説明す

る要因𝑥𝑖に依存している。ここで、βはパラメータである。 

μi = xiβ                                (3） 

そして、非効率性u𝑖は次の（4）のように表される。 

ui = xiβ + ηi                            （4） 

𝜂𝑖は誤差項で、𝜂𝑖 ≥ −xiβを満たす切断正規分布𝑁+(𝜇,σu
2)に従う。 

 

4.4.3 分位点回帰モデル 

 

SFA とその要因分析では平均的な効果についての検証を行うことができるが、効率

性の高い都道府県と、効率性の低い都道府県では情報公開が効率性に与える影響が異な
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る可能性を考慮して、分位点回帰モデルを用いて分析を行う。モデル 1 の SFA で非効

率値を推計した後、その推計値を被説明変数として非効率の要因分析を分位点回帰モデ

ルで行う。Wang and Schmidt (2002)によれば、2 段階で分析を行うことに問題がある

のは、主に omitted variable bias の懸念があるからである。公開ダミーと説明変数に

相関があるのであれば、omitted variable bias の懸念が強くなるが、それらは独立であ

ると考えられるので、ここでの応用では問題ない。 

 被説明変数を𝑌𝑖、説明変数を𝑥𝑖とすると、分位点τにおける条件付き分位関数は以下のよ

うに表すことができる。 

𝑄𝜏(𝑌𝑖|𝑥𝑖) = 𝐹
ｙ
−1(𝜏|𝑥𝑖)                      (5) 

ここで、𝐹𝑦(𝑦|𝑥𝑖)は y において𝑥𝑖に条件づけられた、𝑦𝑖の分布関数である。 

条件付き分位関数はつぎのような最小化問題を解くことである。 

𝑄𝜏(𝑦𝑖|𝑥𝑖) = 𝑎𝑟𝑔 min
𝑞(𝑥)

𝐸[𝜌𝜏(𝑢𝑖 − 𝑞(𝑥𝑖))]              (6) 

ここでは、𝜌𝜏(𝑢) = (𝜏 − 1(𝑢 ≤ 0))𝑢は検定関数である。 

分位点回帰モデルは、線形モデルを（6）式の q(𝑥𝑖)に代入することで、分位点回帰パラ

メータである𝛽𝜏を得る。 

𝛽𝜏 ≡ 𝑎𝑟𝑔 min𝑏 𝐸[𝜌𝜏(𝑌𝑖 − 𝑋𝑖
′𝑏)]                                   (7) 

推定式は以下の通りである。 

(𝑇𝐸𝑖)𝜏 = 𝛼𝜏 + ∑ 𝛽𝑗,𝜏
7
𝑗=1 𝑥𝑖,𝑗 + 𝑢𝑖,𝜏                                (8) 

ただし、添え字のτは分位点を表している。 

 

4.5.データ 

 

分析には 2001 年から 2006 年までの都道府県パネルデータを用いた。サンプル数は

282 で、データの出所を表 4－1 に、記述統計を表 4－2 に示した。費用関数での推計を

行うため、コストとアウトプットと賃金、生産要素価格のデータが必要となる。コスト

として警察費、アウトプットとして刑法犯の検挙率を用い、賃金として職種別職員の平

均基本給月額の警察職の平均基本給月額を用いた。それぞれのデータの出所については

表 4－１にまとめている。生産要素価格については利用可能なデータが存在せず、また

都道府県ごとに差異はないとして、変数として用いていない。アウトプットについては、

警察の行っているサービスの範囲が広いため、先行研究によって何をアウトプットとす

るかがすこしずつ異なっているが、すべての先行研究において、アウトプットとして犯

罪の検挙件数もしくは検挙率としている点は共通している。宮良・福重（2002）では

「警察の行う業務の中で警察しか行うことのできない最も重要なものは犯罪の検挙で

あり、アウトプットとして刑法犯検挙件数、特別犯送致件数、交通事故件数をアウトプ

ットとして採用」としている。 Diez-Ticio and Mancebon (2002),Drake and 

Simper(2002), Sun(2002)では、いずれも DEA で警察サービスの効率性の評価を行っ
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ており、アウトプットとして検挙率を用いている。 

本研究では、アウトプットとして検挙率を用いる。検挙率とは認知件数に対する検挙

件数の割合を百分率で表したものである。検挙件数には当該年以前の認知事件の検挙を

含むが、認知件数が多いから検挙件数も多くなるということを考慮して検挙件数ではな

く検挙率を用いる。 

本研究ではこのほか地域間の差を考慮するためコントロール変数として、完全失業率、

人口密度、凶悪犯認知件数、転入者数を追加している。失業率の増加は犯罪の機会費用

の低下することになるので、理論的には失業率と犯罪発生率は正の相関があるといえる

大竹・小原（2010）。また、凶悪犯（殺人、強盗、放火、強姦）の認知件数の多いとこ

ろでは検挙に至るまでの労力が多大であると考えられるためこれを考慮した。 

非効率の要因であると考えられる情報公開についての変数は、以下の 6 つのダミー変

数を考えた。まず、公開ダミーとして、全面非公開なら 0、それ以外を 1 とした。それ

から、月額まで公開しているサンプルを 1 とし、それ以外を 0 とした。現状では月額で

公開しているのが、最も公開度の高い公開の仕方である。そのほか、赤井・金坂（2004）

で議論されているように情報公開は、施行されて効力を発揮するまでに時間がかかると

いうことを考慮して、公開の 1（2，3）年後以降は 1、他は 0 とするダミーを入れた。

さらに、たとえば月額で公開していた都道府県が、ある年度から年額でしか公開しなく

なる場合がある。このようなサンプルを 1 とし、それ以外を 0 とした縮小ダミーと、逆

に、これまでより公開の範囲を大きくしたサンプルを 1 とし他を 0 とする拡大ダミーを

作成しこれを分析に用いた。 

情報公開についてのダミー変数はすべて、全国市民オンブズマン連絡会議が各都道府

県の警察本部に対して 1998 年度から 2006 年度の捜査報償費の支出に関する書類の情

報開示請求を行い、これに各警察本部が回答した結果にもとづいている。警察の裏金づ

くりの温床になっていると指摘されているのは捜査報償費である。よって、捜査報償費

の情報公開が特に重要であるとみて、これらの変数を用いる。 

情報公開のダミーとして、もし仮に、条例施行年のデータを用いるとすれば、条例が

施行されているか否かを問題にしているという点で、先行研究と同様である。しかし、

本章ではオンブズマンのデータを用いることで、実際の情報公開の運用状況と効率性の

関係について調べることができる。 

 このほかに、地域ごとの効果を考慮するために管区ダミー、年度ごとの効果を考慮す

るため年度ダミーを用いる。費用関数を対数線形として定式化すると次のようになる。 

ln 𝐶𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝑤𝑖 + 𝛼2 ln 𝑎𝑖 + 𝛼3 ln 𝑢𝑛𝑒𝑖 + 𝛼4 ln 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖 + 𝛼5 ln 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑒𝑖 + 𝛼6 ln 𝑑𝑒𝑛𝑖 + 𝑣𝑖 +

𝑢𝑖                                                                （9） 

𝑢𝑖 = 𝑥𝑖𝛽 + 𝜂𝑖                           （10） 

𝐶𝑖：コスト 𝑤𝑖：賃金 𝑎𝑖：検挙率 𝑢𝑛𝑒𝑖：失業率 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖:転入者 𝑑𝑒𝑛𝑖：人口密度  

𝑐𝑟𝑖𝑚𝑒𝑖:凶悪犯認知件数 

𝑥𝑖：非効率を説明する要因（情報公開についてのダミー変数） 
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𝑣𝑖~N(0, 𝜎𝑣
2)  

𝑢𝑖~|𝑁(𝜇𝑖, 𝜎𝑢
2)|    ただし、𝜇𝑖 = 𝑥𝑖𝛽 

𝜂𝑖~𝑁(0, 𝜎𝑢
2)     ただし、𝜂𝑖 > −𝑥𝑖𝛽 

 

表 4－1 データの出所 

変数名 データ名 出所 

コスト 警察費 地方財政統計年報 

賃金 平均基本給月額（警察職） 地方公務員給与の実態 

アウトプット 刑法犯の検挙件数／刑法犯の認知件

数 

犯罪統計書 

失業率 完全失業率 労働力調査 

転入者数 転入者数 住民基本台帳要覧 

凶悪犯認知件数 凶悪犯認知件数 犯罪統計年報 

人口密度 人口密度 地方財政統計年報 

ダミー変数  全国市民オンブズマン 

 

 

表 4－2 記述統計 

 サンプル数 平均 標準偏差 最小値 最大値 

コスト（百万円） 282 72.0 9.49 1.72 618.0 

賃金（円） 282 399333 18366 344347 446632 

検挙率（％） 282 33.2 11.5 11.5 71.2 

失業率（％） 282 4.4 1.1 2.2 8.4 

人口密度 

（人／km2） 

282 630 1067 67 55651 

 

4.6.推計結果 

 

 推計結果は表 4－3 にある。𝜎𝑢
2は非効率項の分散で、𝜎𝑣

2は誤差項の分散である。この

2 つを足し合わせたものが観察値と理論値（フロンティア上の値）の乖離の分散である。 

γ =
𝜎𝑢

2

𝜎𝑢
2+𝜎𝑣

2                                                        (11) 

γ は観察値と理論値の乖離部分に占める非効率の割合を表し、帰無仮説は γ = 0、つま

り非効率が存在しないとする。帰無仮説の棄却は非効率の存在を示す。推計結果には通

常 SFA における非効率性検定で用いられるロジットγを報告する。 

モデル 1 では、ロジットγは 1％水準で有意である。よって、警察サービスには費用

非効率が有意に存在する。説明変数について、賃金、検挙率、転入者数、凶悪犯認知件

数が費用に対して有意にプラスの影響を与えている。人口密度は費用に対して有意にマ
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イナスの影響を与えている。人口密度については、人口が同じであるとすると、面積が

小さければ人口密度は大きくなるので、面積が小さいところほど費用は小さくなると考

えられる。また、費用非効率値の平均が約 1. 11 で、コストは理論値より 11％の超過、

最大値が約 1.49 で 49％も超過している。このことから、効率性改善の余地は大きいこ

とが分かる。モデル 1における分析で、最も効率的であると推計されたのは奈良県（2004

年の値）で、最も非効率であると推計されたのは、大阪府（2001 年の値）である。 

モデル 2 においては、最も効率的な都道府県は、宮城県（2001 年の値）で、最も非

効率な都道府県は新潟県（2004 年の値）となった。分析対象期間の 2001 年から 2006

年の非効率値の都道府県別の平均では新潟県がもっとも非効率値の平均が高かった。新

潟県は警察不祥事のアネクドートがあり、推計結果と整合的である。モデル 1 とモデル

2の効率値については、表4－6で都道府県ごとに非効率値の平均をランキングにした。 

情報公開による費用効率性に対する効果は、表 4－3 のモデル 2 の要因分析に結果が

ある。この結果によると、情報公開に関するすべての変数が有意でない。しかしこれは、

平均的な因果関係だけを見た場合の結果に過ぎない。非効率値のような連続分布の変化

は、平均値を検証したとしても、情報公開との因果関係を検出できなかった可能性があ

る。 

そこで、相対的に見て効率的な都道府県警察と平均的な効率性の都道府県警察、非効

率的な都道府県警察に分けて効果を見るため、本章では分位点回帰モデルで非効率の要

因分析を行った。表４－５は分位点τ =0.25（下位 25％）、分位点τ =0.5（下位 50％）、

分位点τ =0.75（下位 75％）における結果を示す。分位点τ =0.25 がこれらの分位点の

中で最も非効率値が低いため、効率的な都道府県での影響を示す。 

分位点τ =0.25 の最も効率的なグループでは、3 年後ダミーと公開ダミーが非効率性

に有意にマイナスの影響を与えており、拡大ダミーは有意にプラスの影響を与えている

が、1 年後ダミーと 2 年後ダミー、月額ダミー、縮小ダミーは有意でない。情報公開は、

完全非公開から公開へと行動が変化した年とその 3 年後に、費用効率化に効果を発揮し

たといえる。拡大ダミーは有意にプラスであることから「情報公開の範囲を拡大させる

と公開費用がかかるためコスト増となる」との解釈もありうるが、追加的費用の規模は

限定されていると考えられる。意外な推計結果であるが、拡大ダミーに関する追加分析

は今後の課題とする。拡大・縮小ダミーのみの定式化では、拡大ダミーに有意性がかな

った。拡大・縮小ダミーを除いた定式化も試したが、公開ダミーと 3 年後ダミーの有意

性は変わらず、公開ダミーの係数に変化なかった。以上の結果から、効率的な自治体に

おいては費用削減余地が少なく、情報公開開始後からその効果が全体の費用削減として

効果が表れるまでに時間を要していたと考えることができる。 

分位点τ =0.5 の非効率値が中程度のグループでは、月額ダミーだけが有意にマイナス

に影響を与えている。そのほか、最も効率的なグループと同様に、拡大ダミーが非効率

性に対し有意にプラスに影響を与えており、ほかの変数は有意にならなかった。中程度
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に効率的な都道府県警察においては、捜査報償費を月額で公開したことが、費用効率化

に効果を発揮したことがわかる。 

分位点τ =0.75 のあまり効率的でないグループにおいては、非効率値が中程度のグル

ープと同様、月額ダミーが有意にマイナスに影響を与えている。そのほか、最も効率的

なグループと同様に、拡大ダミーが非効率性に対し有意にプラスに影響を与えており、

ほかの変数は有意にならなかった。 
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表 4－3 SFA の推計結果 

 SFA 

（モデル 1） 

SFA 

（モデル 2） 

 

被説明変数： 

コストの対数値 

係数 

（標準偏差） 

係数 

（標準偏差） 

 

賃金の対数値 2.4672*** 

（0.2707） 

2.4758*** 

（0.2695） 

 

検挙率の対数値 0.1307*** 

（0.0438） 

0.1299*** 

（0.0434） 

 

失業率の対数値 0.1037 

（0.0660） 

0.1004 

（0.0657） 

 

転入者数の対数値 0.4529*** 

（0.0431）  

0.4505*** 

（0.0446） 

 

人口密度の対数値 －0.0502** 

（0.0228） 

－0.0469** 

（0.0233） 

 

凶悪犯認知件数の対数値 0.3213*** 

（0.0368） 

0.3213*** 

(0.0379) 

 

年度ダミー あり あり  

管区ダミー あり あり  

定数項 －19.5247*** 

（3.4721） 

－19.6103*** 

（3.4554） 

 

公開ダミー  －0.0896 

（0.1947） 

 

月額ダミー  －0.1943 

（0.2604） 

 

縮小ダミー  0.0865 

（0.1551） 

 

拡大ダミー  0.3402 

（0.2475） 

 

1年後ダミー  －0.0933 

（0.1662） 

 

2年後ダミー  0.1136 

（1.1523） 

 

3年後ダミー  －0.2028 

（0.1488） 

 

ln𝜎2  －4.7954*** 

（0.3120） 

－3.1745*** 

（0.4520） 

 

ロジット γ －3.7386*** 

（0.3481） 

1.3133* 

(0.7478) 

 

サンプル 282 282  

Log likelihood 178.2693 182.0233  

注）*,**,***は有意水準の10％、5％、1％、括弧内は標準誤差を表す。 
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表 4－4 非効率項の記述統計 

 観測数 平均 標準偏差 最小値 最大値 

モデル１ 282 1.109 0.081 1.028 1.491 

モデル２ 282 1.117 0.079 1. 023 1.474 

 

 

表 4－5 分位点回帰の推計結果（サンプル：282） 

分位点 0.25 0.5 0.75 OLS 

公開ダミー -0.027** 

（0.013) 

-0.015 

(0.029) 

-0.026 

(0.066) 

-0.017 

(0.033) 

月額ダミー -0.014 

(0.010) 

-0.059*** 

(0.017) 

-0.080*** 

(0.018) 

-0.049 

(0.037) 

縮小ダミー 0.015  

(0.012) 

-0.007 

(0.019) 

-0.009 

 (0.023) 

0.012 

(0.019) 

拡大ダミー 0.033*** 

(0.007) 

0.056*** 

(0.007) 

0.093*** 

(0.013) 

0.064* 

(0.034) 

1 年後ダミー 0.004 

(0.013) 

-0.009 

 (0.016) 

0.008 

(0.028) 

-0.012 

(0.023) 

2 年後ダミー -0.002  

(0.014) 

0.003 

(0.019) 

0.015 

(0.024) 

0.021 

(0.021) 

3 年後ダミー -0.023** 

(0.010) 

-0.010 

(0.020) 

-0.027 

 (0.024) 

-0.030 

(0.018) 

定数項 1.105*** 

(0.010) 

1.135*** 

(0.023) 

1.163*** 

(0.057) 

1.159*** 

(0.029) 

注）*,**,***は有意水準の10％、5％、1％、括弧内は標準誤差を表す。 

 

  



77 

 

表 4－6 非効率値のランキング 

順位 都道府県 モデル 1 の非効率の

値 

都道府県 モデル2の非効率の値 

1 奈良県     1.041909833 宮城県     1.029983167 

2 宮城県     1.042599 奈良県     1.037650167 

3 茨城県     1.058790833 埼玉県     1.049828167 

4 埼玉県     1.060641167 茨城県     1.050257333 

5 滋賀県     1.062667833 石川県     1.052711167 

6 石川県     1.063025833 滋賀県     1.054098 

7 大分県     1.075251 大分県     1.063210667 

8 三重県     1.081804167 三重県     1.067128333 

9 宮崎県     1.082491167 山梨県     1.070547 

10 佐賀県     1.083378833 宮崎県     1.070576667 

11 山梨県     1.085140167 佐賀県     1.0708915 

12 栃木県     1.0926645 栃木県     1.077464167 

13 熊本県     1.098699 鳥取県     1.077473167 

14 高知県     1.0986995 東京都     1.0851405 

15 香川県     1.1008965 熊本県     1.0854365 

16 鳥取県     1.100955833 神奈川県    1.087051667 

17 広島県     1.1043375 高知県     1.087741667 

18 愛媛県     1.105640167 愛知県     1.088699 

19 沖縄県     1.106969833 広島県     1.089095167 

20 神奈川県    1.107237167 北海道     1.089304167 

21 東京都     1.107381 沖縄県     1.090675 

22 京都府     1.110253833 京都府     1.093096167 

23 北海道     1.1110565 香川県     1.095553167 

24 群馬県     1.111091833 群馬県     1.095577333 

25 愛知県     1.111851 岐阜県     1.098341333 

26 岐阜県     1.115453667 岡山県     1.101142 

27 青森県     1.118751833 愛媛県     1.101900667 

28 岡山県     1.119709833 青森県     1.102095333 

29 山口県     1.120734167 山口県     1.103485833 

30 岩手県     1.1222275 千葉県     1.105775167 

31 千葉県     1.125753 岩手県     1.1069375 

32 鹿児島県    1.139466 島根県     1.120168833 

33 静岡県     1.1429505 鹿児島県    1.121777167 

34 島根県     1.148601833 静岡県     1.122027167 

35 徳島県     1.163684167 山形県     1.141077333 

36 山形県     1.165625333 富山県     1.144970833 

37 福島県     1.179317833 福島県     1.156446667 

38 富山県     1.183176 長崎県     1.159584333 

39 兵庫県     1.199823333 徳島県     1.159916833 

40 長崎県     1.203561 兵庫県     1.164792 

41 福井県     1.203976333 和歌山県    1.173504 

42 福岡県     1.207394667 福井県     1.187660667 

43 和歌山県    1.2080935 福岡県     1.1918415 
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44 秋田県     1.243423333 秋田県     1.217573667 

45 長野県     1.264289167 長野県     1.244039333 

46 新潟県     1.360565167 新潟県     1.353538167 

47 大阪府     1.428659667 大阪府     1.388576167 

 

4.7.おわりに 

 

 本章では、情報公開が警察サービスの費用効率性にどのように影響を及ぼすかについ

ての実証分析を行った。情報公開と事業効率性の関係を検証した研究は非常に少なく、

特に特定の部局における情報公開とその部局の効率性の関係についてパネルデータを

用いて検証しているという点において先行研究との差別化を達成できたと考えている。

特定の部局の情報公開と効率性にフォーカスすることによって、またパネルデータを用

いて効果が表れるタイムラグを考慮することによって、さらに効率値の違いでグループ

分けをすることによって、情報公開の効果をより詳しく見ることができたと考えている。 

実証分析では、2001 年から 2006 年の都道府県データを用いて警察サービスの費用

効率性を測定し、同時に捜査報償費における情報公開の実態との関係を分析した。その

結果、情報公開に関するすべての変数が有意でない。しかしこれは、平均的な因果関係

だけを見た場合の結果に過ぎず、費用非効率との因果関係を検出できなかった可能性が

ある。そのため、分位点回帰モデルを用いて、非効率値の違いによって 3 つにグループ

分けして情報公開の効果を検証した。 

一番効率的なグループでは、情報公開を始めた年とその 3 年後で、費用効率化に効果

を発揮している。そもそも効率的なグループにおいてはそれ以上費用削減する余地が少

なく、情報公開してからその効果が全体の費用削減として効果が出るまでに時間を要し

ていたと考えることができる。 

中程度の効率値のグループでは、捜査報償費を月額で公開したことが、費用効率化に

効果を発揮したことがわかった。あまり効率的でないグループにおいても、捜査報償費

の月額公開が費用非効率に有意にマイナスの効果をもたらすということが分かった。 

 最後に今後の課題としては、拡大ダミーが有意にプラスとなった要因を突き止めるこ

とである。そのほか、変数の吟味が挙げられる。警察サービスは検挙だけでなく、防犯

活動や交通安全抑止など多岐にわたっている。そのためアウトプットとして検挙率だけ

では必ずしも充分とは言えない。また、費用非効率の要因として情報公開に関するもの

だけでなく他の要因を探す必要がある。 
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